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第１章 計画の基本的事項 

１ 計画の背景 

保険者は、平成２０年４月から「高齢者の医療の確保に関する法律」（以下、「高確法」という。）により４０歳

以上75歳未満の被保険者を対象に、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した特定健康診査・

特定保健指導を実施するとともに特定健康診査等の実施に関する計画を定めることとされました。 

また、平成２５年６月１４日に閣議決定された「日本再興戦略」において、「全ての健康保険組合に対し、診

療報酬明細書（以下、「レセプト」という。）等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための

事業計画として「データヘルス計画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国保

が同様の取組を行うことを推進する。」とされました。 

平成２６年３月には、国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針において、市町村国保及び

国民健康保険組合は、健康・医療情報を活用してＰＤＣＡサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実

施を図るための保健事業の実施計画（データヘルス計画）を策定したうえで、保健事業の実施・評価・改善等

を行うこととされています。 

 

２ 趣旨 

深谷市国民健康保険（以下、「国保」という。）では、平成２０年度から深谷市特定健康診査等実施計画（以

下、「特定健診等実施計画」という。）を策定するとともに平成２８年１０月に深谷市国民健康保険保健事業実

施計画（以下、「データヘルス計画」という。）を策定し、その評価、見直しを行いながら、保健事業を進めてき

ました。 

この度、第２期データヘルス計画及び第３期特定健診等実施計画（平成３０年度～令和５年度）の終了に伴

い、新たに第３期データヘルス計画及び第４期特定健診等実施計画を策定するものです。 

なお、策定に際しては、国保被保険者の健康の保持増進のみでなく後期高齢者医療被保険者の健康づく

りも見据えた計画の策定を行います。 

 

３ 目的 

被保険者の健康増進（健康寿命の延伸）と医療費の適正化を目的とします。 

 

４ 計画の位置づけ 

データヘルス計画は、国民健康保険法第８２条第５項の規定に基づき厚生労働大臣が定める「国民健康保

険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」により特定健診等の結果、レセプトデータ等、健康・医療情報

を活用して、PDCA サイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための計画として策定し

ます。特定健診等実施計画は、高確法第１８条に基づいて実施する保健事業の中核をなす特定健診及び特定
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保健指導の具体的な実施方法を定めるものです。両計画の内容は重複する部分が多いことから、一体的に

策定し、運用することとします。 

また、データヘルス計画は、「深谷市総合振興計画」を上位計画とし、健康増進法に基づく「健康日本２１」に

示された基本的な方針を踏まえるとともに「深谷市健康づくり計画」、「深谷市高齢者福祉計画」、埼玉県の

医療費適正化計画や国民健康保険運営方針など関連計画と調和のとれたものとします。 

 

５ 計画期間 

この計画の計画期間は、令和６年度から令和１１年度までの６年間とします。 

 

６ 実施体制・関係者連携 

実施体制として、国民健康保険を所管する保険年金課が主体となり、保健事業の関係部署である保健セン

ターや健康寿命の延伸に一体的に取り組む後期高齢者医療担当や長寿福祉課等、庁内関係部署と連携しま

す。また、医師会、歯科医師会、薬剤師会等の保健医療関係団体・関係者との協力・連携体制を確保して推進

します。なお、必要に応じて埼玉県及び埼玉県国民健康保険団体連合会保健事業支援・評価委員会の支援を

受けるものとします。 

 

 

 

 

 

 

  

Plan（計画）

事業の立案

Do（実施）

事業の実施

Check（評価）

効果測定・評価

Act（改善）

次サイクルに向けて修正
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第２章 深谷市国民健康保険の現状 

１ 基本情報 

（１）深谷市の人口及び国保被保険者の推移 

令和４年度の人口は１４１,６８１人です。国保被保険者数は３１,088人で、国保加入率は２1.9％です。 

人口、国保被保険者及び国保加入率は年々減少しています。 

 

出典：人口:政府統計 e-Stat，区別年齢階級別人口、 
国保被保険者数: 国保データベースシステム（KDB）「地域の全体像の把握【平成３０年度～令和４年度】」 

 
 

（２）国保被保険者の年齢構成の推移 

令和４年度における国保被保険者の年齢構成は、６５歳以上が最も多く４７．３％（14,711 人）を占め

ています。また、経年では３９歳以下の割合が減少し６５歳以上の割合が増加傾向にあります。 

 

※100%構成比は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合があります。 

出典：国保データベースシステム（KDB）「人口及び被保険者の状況【平成３０年度～令和４年度】」 

35,783 34,606 34,109 33,020
31,088

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

130,000

140,000

150,000

平成30年度

24.2%24.9% 23.9%

令和2年度

23.2%
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被保険者

加入率

（％）
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44.5%(15,924人)31.5%(11,281人)平成30年度

45.7%(15,822人)30.9%(10,688人)令和元年度
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30.7%(9,553人) 47.3%(14,711人)

（％）

0-39歳 40-64歳 65-74歳

24.0%(8,578人)

23.4%(8,096人)

22.5%(7,685人)

22.2%(7,318人)

22.0%(6,824人)

コメントの追加 [KR1]: 1/24：グラフの右軸を追加しま

した。 

コメントの追加 [KR2]: 1/24：R4の 0-39歳、40-46歳

の割合を修正いたしました。 

コメントの追加 [KR3]: 1/24：注釈を追加いたしまし

た。同じく 100%のグラフ該当箇所には追加しており

ます。 
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（３）国保被保険者の性別・年齢構成（令和４年度） 

国保被保険者の性別・年齢構成は、６５歳以上の割合が高く、男性が44.2％、女性が50.3％と国保被

保険者の約半数を占めています。また、６５歳以上の割合は、男女ともに国や県より高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：国保データベースシステム（KDB）「人口及び被保険者の状況【令和４年度】」 

 

２ 深谷市の特性 

深谷市の人口及び国保被保険者数は、年々減少傾向となっています。国保被保険者の加入率も減少傾

向となっています。国保被保険者の年齢構成の推移では、39歳以下の割合が減少する一方、６５歳以上

の割合が増加傾向にあります。令和４年度の国保被保険者性別・年齢構成は、６５歳以上の割合が男性４

4.2％、女性50.3％と男女ともに被保険者の約半数を占めており、国（男性４０．6％、女性４6.7％）や

県（男性3９．5％、女性46.5％）と比較して高い割合となっています。 
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［65 歳以上の割合・男性］ 

深谷市 44.2％ 

埼玉県 39.5% 

   国  40.6% 

［65 歳以上の割合・女性］ 

深谷市 50.3％ 

埼玉県 46.5% 

      国    46.7% 

コメントの追加 [KR4]: 1/24：1/22依頼にて修正しま

した（被保険者数は 31,088であることを確認済みの上

使用） 

コメントの追加 [HY5]: これは国や県の割合より高く、

深谷市国保では高齢の被保険者が多いことがわかりま

す。 
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３ 前期計画の評価 

（１）計画全体の評価  

目的 健康寿命の延伸   

※健康寿命：日常生活動作が自立している期間の平均。要介護２以上を不健康と定義して算出。 

 

（２）個別保健事業の評価のまとめ   

指標 目標 指標の変化 評価 改善や悪化等の要因 

健康寿命＊ 

 

男性 ７９．６歳 

 

女性 ８４．0歳 

 

男性 

平成３０年度 ７８．６歳 

令和 ４年度 ７８．８歳 

女性 

平成３０年度 ８３．０歳 

令和 ４年度 ８３．８歳 

男女ともに健康

寿命はやや延伸

したが目標には

達成しなかった。 

 

要因の特定は困難だ

が、医療技術の高度

化や健康意識の向上

が一因として考えられ

る。 

事業名 実施状況 目標値 
令和４年度

実績値 

特定健康診査受診

勧奨事業 

（保険年金課） 

広報等による特定健康診査の周知 

対象者に特定健康診査受診券と受診案内を送付 

特定健康診査の実施 

※令和３年度から個別健診を開始 

特定健康診

査受診率  

６０．０％ 

３５．８％ 

特定保健指導事業 

（保険年金課） 

対象者に特定保健指導案内通知を送付 

特定保健指導の実施 

※平成３０年度から特定健康診査当日に特定保健指

導（初回面談）を開始 

動機付け支

援及び積極

的支援対象

者 

２５．０％減

少 

５．１％減少 

特定健康診査未受

診者対策事業 

（保険年金課） 

対象者に受診勧奨通知を送付 

対象者に電話による受診勧奨 

対象者に受診勧奨兼情報提供依頼通知を送付 

特定健康診

査受診率 

６０．０％ 

３５．８％ 

特定保健指導未利

用者対策事業 

（保険年金課） 

対象者に案内通知を送付 

対象者に電話による利用勧奨 

特定保健指

導実施率  

６０．０％ 

２２．４％ 
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成果と課題 
次期計画への

方向性 

対象者に対し特定健康診査受診券と受診案内を個別に送付するほか、広報やホームペー

ジ等を利用し、受診勧奨を行った。このほか、令和３年度から個別医療機関による特定健診

を開始し、受診しやすい環境を整えることで、受診率の向上を図ってきたが、目標値を達成

することができなかった。 

 勧奨方法等を工夫し、受診率の向上を図っていく必要がある。特に４０代の若い世代の受

診率は他の年代に比べ低いことから、若い世代を対象にした効果的な勧奨を行っていく必

要がある。 

「特定健康

診査受診率

向上事業」

として事業

継続 

特定健康診査の結果から対象者を特定し、特定保健指導の案内通知を個別に送付するほ

か、広報やホームページ等を利用し、利用勧奨を行った。このほか、平成３０年度から特定健

康診査当日に特定保健指導の初回面談を実施することで、実施率の向上を図ってきたが、

指導対象者を減少させることについては、目標を達成することができなかった。 

対象者を適切に保健指導に結び付け、健康意識の向上を図るとともに生活習慣の改善に

向けた行動変容を促していく必要がある。 

 

「特定保健

指導実施率

向上事業」

として事業

継続 

特定健康診査未受診者に対しては、未受診者を年齢や過去の健診受診履歴などにより分

類し、その特性に合わせた受診勧奨通知による受診勧奨のほか、電話による受診勧奨を行

ってきた。このほか、令和３年度から個別医療機関による特定健診も開始し、受診しやすい

環境を整えることで、受診率の向上を図ってきたが、目標値を達成することができなかっ

た。 

未受診者の状況を把握・分析するとともに、より効果的な勧奨方法を検討し、特定健康診

査の受診率向上を図っていく必要がある。 

「特定健康

診査受診率

向上事業」

として事業

継続 

特定保健指導未利用者に対して、案内通知を作成し勧奨を行うほか、電話により保健指

導の必要性などを過去の健診データを用いながら説明し、利用を促してきた。このほか、平

成３０年度から特定健康診査当日に特定保健指導の初回面談を実施することで、実施率の

向上を図ってきたが、目標値を達成することができなかった。 

未利用者の状況を把握・分析するとともに、より効果的な勧奨方法を検討し、特定保健指

導の実施率向上を図っていく必要がある。 

「特定保健

指導実施率

向上事業」

として事業

継続 



9 
 

 

 

事業名 実施状況 目標値 
令和４年度

実績値 

健診異常値放置者

受診勧奨事業 

（保険年金課） 

対象者に医療機関受診勧奨通知を送付 

対象者の医療機関受診状況を確認 

健診異常値

放置者  

１０％減少 

7．7％減少 

生活習慣病治療中

断者受診勧奨事業 

（重複・頻回受診・

重複服薬） 

（保険年金課） 

対象者に医療機関受診勧奨通知を送付 

対象者の医療機関受診状況を確認 

生活習慣病

治療中断者 

１０％減少 

18．3%減少 

受診行動適正化指

導事業 

（保険年金課） 

対象者に案内通知を送付 

対象者の受診行動の改善状況を確認 

※令和２年度から事業を開始 

 

 

 

 

重 複 受 診

者、重複服

薬者  

５％減少 

重複服薬者 

３５.５％減少 

糖尿病性腎症重症

化予防事業 

（保険年金課） 

対象者に予防プログラム参加案内通知を送付 

参加者への保健指導 

対象者に医療機関受診勧奨通知を送付 

対象者に電話による医療機関受診勧奨 

指導実施者

の新規人工

透析患者割

合 

 ０％ 

０% 

ジェネリック医薬品

差額通知事業 

（保険年金課） 

ジェネリック医薬品希望シールを配布 

対象者にジェネリック医薬品差額通知を送付 

ジェネリック医薬品普及率の確認 

ジェネリッ

ク医薬品普

及率 

(数量ベース）  

８０％ 

７９．２% 

人間ドック等助成

事業 

（保険年金課） 

助成事業の周知 

人間ドック等の検査料の助成 

 

 

受診者数  

８００人 

１,４０５人 
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成果と課題 
次期計画へ

の方向性 

前年度の特定健康診査のデータから対象者を特定し、医療機関受診勧奨通知を作成し

医療機関への受診を促した。一定の効果はあったが、健診異常値放置者を減らすことにつ

いては、目標値を達成することができなかった。 

多くの対象者が医療機関を受診し、健診異常値放置者を減らせるよう効果的な勧奨方

法について検討する必要がある。 

 

 

事業継続 

前年度のレセプトから対象者を特定し、医療機関受診勧奨通知を作成し医療機関への受

診を促した。その結果、医療機関を受診した者は通知対象者の半数を超え、生活習慣病治

療中断者を目標値以上に減少させることができた。 

通知内容を検討するなどして、引き続き対象者の医療機関受診率等の向上を図ってい

く。 

 

事業継続 

重複服薬者、多剤服薬者（適正服薬）を対象に事業を開始した。※多剤服薬者は該当者

がいなかった。対象者は少なかったが、指導完了者に受診行動の改善や、医療費削減効果

が見られ、重複服薬者数を目標値以上に減らすことができた。 

今後も、対象者の選定方法や実施方法等を検討しながら、関係機関と連携し、受診行動

適正化指導事業を実施していく。 

 

事業継続 

特定健康診査の検査値とレセプトデータから対象者を特定し、参加希望者に対し専門職

による面談または電話による保健指導等を実施した。 

その結果、保健指導実施者で人工透析へ移行したかたはいなかった。 

かかりつけ医と連携し、事業が適切に実施できているものの参加者が少ないことが課

題であるため、案内や周知について検討していく必要がある。 

 

事業継続 

対象者を特定し、ジェネリック医薬品差額通知を送付するほか、保険証更新時に「ジェネ

リック医薬品希望シール」を同封するなどしてジェネリック医薬品の周知を図ってきた。 

その結果、ジェネリック医薬品普及率は向上したが、目標値はわずかに達成することが

できなかった。   

引き続き普及促進に向け、周知方法を検討していく。 

 

事業継続 

  令和４年度から助成内容を拡充したため受検者数は目標を達成することができた。 

周知方法を工夫しながら今後も事業を継続していく。 

「特定健康診

査受診率向

上事業」とし

て事業継続 
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事業名 実施状況 目標値 
令和４年度実

績値 

各種がん検診 

（保健センター） 

胃・肺・大腸・前立腺・子宮頸・乳がん検診の実施 

広報等によるがん検診の周知 

 

がん検診受

診率の向上 
がん検診平

均受診率 

（前立腺が

ん除く） 

１０．０％ 

ふかや毎日プラス

１０００歩運動【健

康長寿埼玉モデル

事業】 

（保健センター） 

事業の周知 

体組成測定、体力測定、運動・栄養教室 

参加者数の

増加 

参 加 者 数

3,303人 

 
平成30年度 

参加者数 

1,430人 

減塩健康教育 

（保健センター） 

事業の周知 

減塩体験型講座の開催 

参加者数の

増加 

参 加 者 数

108人 
 

平成30年度 

参加者数 

318人 

健康教育事業 

（ハイリスク者） 

（保健センター） 

事業の周知 

健康づくり支援アプリ事業 

民間事業者と協働。スマートフォンを活用。AIを利用

した個別の健康づくり支援 

※令和２年度からポピュレーションとハイリスク健康教

育を一括で実施。 

血液データ

等の改善 

令和元年度

で終了した

ため実績値

なし 

健康教育事業 

（ポピュレーション） 

（保健センター） 

事業の周知 

各種健康教育・食育推進事業の開催  

 

 

 

健康づくりに

取組む市民

の増加  

健康づくり

に取組む市

民の割合 

59.4％ 
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成果と課題 
次期計画への

方向性 

国が目標としているがん検診受診率（50．０％）は、アンケート調査により把握している

数字をもとに設定している数字であり、他に比較する（目標とする）受診率がないため目

標値は設定しなかった。 

新型コロナウイルス感染症禍においても、地区医師会等の協力により中止することな

く各がん検診を予定どおり実施できた。がん検診について受診方法を周知はしている

が、コール（受診券の送付）を行っていないことが、受診率の向上に繋がらない要因の１

つと考えられる。なお、令和４年度の受診率については、次期計画との整合性を図るた

め、「地域保健・地域増進事業報告」で報告した数値としたため、受診率が大幅に変わって

いる。 

今後も引き続き受診率の向上を図る必要がある。 

事業継続 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大は事業の内容等に大きな影響を及ぼし、集団で

の講座等は中止や延期となった。しかし、歩数計や歩数アプリを持って、自分のライフス

タイルに応じて自由に歩くという非接触型の事業であることから、参加者数は経年で増

加した。本事業を通して参加者の健康づくりへの行動や意識変容がみられているが、医

療費抑制効果については長期的な評価が必要である。 

R６年度に県コ

バトン健康マイ

レージ事業が

終了となるこ

とに伴い、本

事業も終了。

今後はウォー

キング等の運

動実践支援の

事業を継続・強

化していく。 

受講しやすいように各種団体等が活動する場への出張講座であり、体験型の内容は減

塩について参加者の関心を高め、塩マスター認定証の交付は受講の証明となり好評であ

った。目標値は年度により講座数や参加者数の設定を検討し事業を実施しているため設

定しなかったが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響がありながらも、講座参加

者数や参加者の感想等からも本事業は評価できると考える。今後は再び周知を強化し、

他の健康づくり事業と連携させながら、参加者を拡大し減塩を普及していく。 

事業継続 

 健診結果を理解して、自らの生活習慣を振り返り、自分の健康に関する自己管理がで

きる市民を増やすことは重要であり、方法や内容を見直しながら事業を実施してきた。

令和２年度から健康づくり支援アプリの導入により、個々の食習慣に即した指導を実施

できるようになることから、ポピュレーション健康教育と一体化した事業とした。今後は、

事業周知を強化し参加者数を増やすことにより、個人のライフスタイルに応じた健康づく

り支援を強化していくことが課題である。 

「健康教育事

業」として事業

継続 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大は事業の内容等に多大な影響を及ぼし、中止・延期

とした事業もあった。しかし、官民協働のもと健康づくり事業を進めることができたことや、

各種事業で行動や意識が変容した市民が59.4％いたことから評価はうまくいったと考え

る。 

「健康教育事

業」として事業

継続 
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第３章  

健康・医療情報等の分析・分析結果に基づく健康課題の抽出 

1 標準化死亡比＊１・平均余命＊２・健康寿命＊３ 

（１）標準化死亡比と死因別死亡割合 

①標準化死亡比（平成29年～令和3年） 

埼玉県を基準（１００）とした場合の深谷市の標準化死亡比は肺炎、脳血管疾患、心疾患、悪性新生物が

県より高くなっています。 

男女別をみると男女ともに肺炎の割合が高く、男性は脳血管疾患と心疾患、女性は心疾患が高くなっ

ています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※埼玉県の値を１００（基準死亡率）として比較をした値。 

出典：埼玉県の「健康指標総合ソフト」（２０２２年度） 

＊１ 標準化死亡比：基準死亡率（人口１０万対の死亡数）より求められる死亡数と実際に観察された死亡数とを比較したもの。

ここでは埼玉県の値を１００（基準死亡率）として比較している。 

 

②死因別死亡割合（令和３年） 

令和３年の死因別死亡割合は、悪性新生物の割合が２２．８％と最も高く、次いで心疾患（高血圧症

を除く）（１７．４％）、老衰（８．８％）の順に高くなっています。 

 

                                                                                                出典：埼玉県の「健康指標総合ソフト」（２０２２年度） 

0.0

50.0

100.0
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不慮の事故

標準化死亡比（全体）

0
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悪性新生物 心疾患（高血
圧性を除く）

老衰 脳血管疾患 肺炎 誤嚥性肺炎 腎不全 血管性及び詳細
不明の認知症

その他
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17.4

8.8 8.0 7.4
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28.1

（%）

0.0

50.0

100.0

150.0

悪性新生物

心疾患

脳血管疾患

肺炎

自殺

不慮の事故

標準化死亡比（男性）

0.0

50.0

100.0

150.0

悪性新生物

心疾患

脳血管疾患

肺炎

自殺

不慮の事故

標準化死亡比（女性）

コメントの追加 [KR6]: 1/24：出典を修正いたしまし

た。 

コメントの追加 [KR7]: 1/24：出典を修正いたしまし

た。 
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（２）平均余命・健康寿命 

①平均余命・健康寿命（令和４年度） 

深谷市の平均余命及び健康寿命は、男女ともに国、県より短くなっています。平均余命と健康寿命の差

については、男性が１．４歳、女性が３．１歳となっており、男女ともに健康上の問題で日常生活が制限され

る期間は国・県よりも短くなっています。 

 

出典：国保データベースシステム（KDB）「地域の全体像の把握【令和４年度】」 

 

②平均余命・健康寿命の推移 

深谷市の平均余命と健康寿命の推移において平成３０年度と令和４年度の平均余命と健康寿命の差を

比較すると、男女ともに平均余命と健康寿命の差が小さくなっていることから、健康で自立している期間

が長くなっていると考えられます。 

※〇内数字は平均余命と健康寿命の差 

出典：国保データベースシステム（KDB）「地域の全体像の把握【平成３０年度～令和４年度】」 

＊２ 平均余命：ある年齢の人が、その後何年間生きることができるかという期待値。ここでは“０歳における平均余命”を示す。 

＊３ 健康寿命：健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。介護保険データを用いた「日常生活動作が自

立している期間の平均（平均自立期間）」を補完的に活用して算出。  
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3.1歳
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コメントの追加 [KR8]: 1/24：文章を修正いたしまし

た。ご確認ください。 

コメントの追加 [KR9]: 1/24：出典に記載されていた年

度（平成 30年度～）を削除いたしました。 

コメントの追加 [KR10]: 1/24：平均余命に修正いたし

ました。 

コメントの追加 [KR11]: 1/24：国保中央会が出してい

る文面から流用し、脚注を修正いたしました。 
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２ 医療費等の分析 

（１）医療費の状況   

①医療費の推移  

医療費の推移は、入院、入院外ともに国保被保険者の減少に伴い減少傾向となっています。 

出典：国保データベースシステム（KDB）「地域の全体像の把握【平成３０年度～令和４年度】」 

 

②国保被保険者１人当たり医療費の推移 

国保被保険者１人当たり医療費は、平成３０年度と令和４年度を比較すると増加しています。また、１人

当たり医療費は国より低く、県より高くなっています。 

 

 

出典：国保データベースシステム（KDB）「地域の全体像の把握【平成３０年度～令和４年度】」 
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(円) 深谷市 埼玉県 国

コメントの追加 [KR12]: 1/24：R4年度の数値を更新

し、被保険者数も修正いたしました。 

コメントの追加 [KR13]: 1/24：R4年度の数値を更新い

たしました。文章について「平成３０年度と令和４年

度を比較するとわずかに増加」は 3万円以上の増加の

ため「わずか」を削除いたしました。 



16 
 

 

 

③国保被保険者１人当たり医療費 年齢階層別（令和４年度） 

国保被保険者１人当たり医療費は、若年層では０歳‐４歳を除き１０万円以下となっていますが、３５歳

以降は年齢が上がるにつれ増加し、６０歳以降の年齢層では、約４０万円となっています。 

 

出典：国保データベースシステム（KDB）「健康スコアリング（医療）【令和４年度】 

（２）高額レセプト（レセプト１件５０万円以上）の状況 

①高額レセプトの件数・医療費（令和４年度） 

高額レセプトの件数は、3，５９８件発生しており、レセプト件数全体の０．７％を占めています。また、高

額レセプトの医療費は約３７億８，６０７万円となっており医療費全体の３５．１%を占めています。 
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25-29

5.0

30-34

8.9

35-39

10.6

40-44

12.8

45-49

12.8

50-54

20.6

55-59

22.3

60-64

24.5

65-69

24.2

70-74

14.8

6.0 5.9

9.2
7.2

8.2
7.3

13.6

18.2

9.7

23.7

33.4

38.0 38.7 39.3

22.1

（歳）

入院 入院外

5.6

0.4 0.6
4.8

2.4 2.5 2.3
4.6

7.6 9.3 10.9
12.8

15.7 14.3 15.1

高額レセプトの医療費

高額レセプト
35.1%

高額レセプト以外
64.9%

高額レセプト
0.7%

高額レセプト以外
99.3%

高額レセプトの件数

参照データ：令和４年度レセプトデータ 

 

コメントの追加 [KR14]: 1/24：表左上の「件数」→

「レセプト件数」に修正いたしました。 
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（３）疾病別医療費                              

①疾病大分類別医療費割合（令和４年度） 

疾病大分類別の医療費の割合は、１位新生物（１８．３％）、２位循環器系疾患（１４．５％）、３位内分泌（９．

２％）、４位筋骨格系（８．９％）、５位腎尿路系（８．２％）となっています。 

医療費構成割合上位５位までの疾病のうち腎尿路系以外は国、県より高い割合となっています。 

 
※100%構成比は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合があります。 

出典：国保データベースシステム（KDB）「疾病別医療費分析（大分類）【令和４年度】」 

 

深谷市

埼玉県 国

59.1%医療費構成割合上位5位

57.5%医療費構成割合上位5位 56.2%医療費構成割合上位5位

18.3%

14.5%

9.2%

8.9%8.2%

7.0%

6.6%

6.1%

5.4%

4.1%

11.8%
新生物

循環器系

内分泌他

筋骨格系腎尿路系

精神

消化器系

神経系

呼吸器系

眼

その他

16.6%

13.9%

9.3%

9.1%8.6%

7.2%

6.1%

5.9%

5.8%

4.5%

13.2%

新生物

循環器系

腎尿路系

内分泌他筋骨格系

精神

消化器系

呼吸器系

神経系

眼

その他

埼玉県

16.9%

13.6%

9.0%

8.8%
8.0%

7.9%

6.3%

6.1%

6.0%

4.0%

13.5%

新生物

循環器系

内分泌他

筋骨格系
腎尿路系

精神

神経系

消化器系

呼吸器系

眼

その他

国

深谷市
10,565,144,440円

金額(円)大分類

1,935,037,470新生物

1,527,190,900循環器系

973,714,560内分泌他

941,772,970筋骨格系

861,102,240腎尿路系

734,563,070精神

697,998,550消化器系

644,591,450神経系

572,183,830呼吸器系

433,400,020眼

1,243,589,380その他

10,565,144,440合計
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②疾病別細小分類医療費 性別（令和４年度） 

疾病細小分類別の医療費の１位は、男女ともに入院は「統合失調症」、入院外は「糖尿病」となっていま

す。また、入院では、男性は「狭心症」、「脳梗塞」等の生活習慣病、女性は「関節疾患」、「骨折」等の筋骨格

系が高い順位となっています。入院外では、男性は「慢性腎臓病（透析あり）」が、女性は「高血圧症」が「糖

尿病」に次いで高い順位となっています。 

 
出典：国保データベースシステム（KDB）「医療費分析(１)細小分類【令和４年度】」 

  

単位：円

男性 女性

医療費順位傷病名

192,186,8501統合失調症

入
院

102,459,8002狭心症

82,920,5603脳梗塞

80,524,6604大腸がん

79,050,5905肺がん

76,716,5506慢性腎臓病（透析あり）

72,467,3307前立腺がん

69,588,8008不整脈

49,910,6109白血病

43,279,57010うつ病

327,841,0101糖尿病

入
院
外

239,258,8702慢性腎臓病（透析あり）

187,629,8003高血圧症

159,812,1604肺がん

104,763,4705不整脈

83,641,1906前立腺がん

79,467,8207脂質異常症

66,328,7508関節疾患

60,966,5609統合失調症

50,855,25010貧血

医療費順位傷病名

128,765,3801統合失調症

入
院

106,562,4002関節疾患

72,394,4403骨折

56,935,9504大腸がん

34,944,4105脳出血

31,884,3506乳がん

28,901,9707白血病

26,305,5108脳梗塞

24,206,7909うつ病

23,088,76010不整脈

241,621,6201糖尿病

入
院
外

180,742,4502高血圧症

172,019,3403関節疾患

143,924,9004乳がん

137,920,9005脂質異常症

104,189,5206骨粗しょう症

95,397,9007慢性腎臓病（透析あり）

95,177,7508肺がん

66,981,9609うつ病

65,849,97010緑内障

単位：円
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③疾病細小分類別医療費の推移 

疾病細小分類別医療費は、入院では、「関節疾患」、「肺がん」、「慢性腎臓病（透析あり）」が増加となって

おり、入院外では「肺がん」及び「乳がん」が増加しています。 

 

出典：国保データベースシステム（KDB）「医療費分析(１)細小分類【平成３０年度～令和４年度】」 

  

単位：万円

令和4年度令和3年度令和2年度令和元年度平成30年度
傷病名

順位医療費順位医療費順位医療費順位医療費順位医療費

132,095132,265134,978135,287141,326統合失調症

入
院

213,746315,936213,141214,595313,016大腸がん

313,238512,627411,456312,342412,155関節疾患

411,721612,584511,15389,552511,085狭心症

511,511218,329313,076511,465214,817骨折

610,923415,766610,708411,78088,768脳梗塞

710,021126,98088,91199,40479,202肺がん

89,61088,239710,684610,517107,892慢性腎臓病（透析あり）

99,268711,347106,832710,48269,960不整脈

107,881301,957222,899154,444125,610白血病

156,946158,437157,084157,819157,467糖尿病

入
院
外

236,837240,520242,102245,031248,480高血圧症

333,466337,294337,412334,356336,267慢性腎臓病（透析あり）

425,499428,197425,541617,373618,418肺がん

523,835525,073524,397526,049525,356関節疾患

621,739624,110623,367426,341427,513脂質異常症

714,561714,623713,987714,940715,073不整脈

814,404813,0271111,5721310,762138,909乳がん

911,776912,587813,013812,765812,866うつ病

1011,6631111,5831011,6271111,8311012,327緑内障

コメントの追加 [HY15]: これは、入院をせずに肺がん

や乳がんの治療を受ける方が増加していることを示し

ています。 
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（４）生活習慣病関連 

①生活習慣病関連疾病医療費割合の比較（令和４年度／平成３０年度）  

生活習慣病関連疾病の医療費は、総医療費の３３．８%を占めており、内訳では、「がん」（５4．2％）、

「糖尿病」（1７．0％）、「高血圧症」（１０．５％）が上位となっています。令和４年度の医療費割合は平成３０

年度と比較して「がん」、「脳出血」は増加し、「高血圧症」、「脂質異常症」は減少しています。 

 

 

 

 

※筋・骨格、精神、その他は含まない。 

※100%構成比は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合があります。 
出典：国保データベースシステム（KDB）「疾病別医療費分析（生活習慣病）【平成３０年度、令和４年度】」 

 

  

生活習慣病
関連疾病
33.8%

その他
66.2%

がん
54.2%

糖尿病
17.0%

高血圧症
10.5%

脂質異常症 6.1%

狭心症 4.3%
脳梗塞 4.0%

脳出血 2.1%
心筋梗塞 1.1%

動脈硬化症 0.3%
脂肪肝 0.2%

高尿酸血症 0.1%

医療費(円)生活習慣病関連疾病

1,935,037,470がん

608,331,990糖尿病

374,912,380高血圧症

218,708,150脂質異常症

152,416,540狭心症

141,687,130脳梗塞

73,776,080脳出血

39,343,700心筋梗塞

11,633,110動脈硬化症

8,274,400脂肪肝

4,156,530高尿酸血症

3,568,277,480 合計

総医療費：10,565,144,440円

3,568,277,480円

令和4年度

生活習慣病
関連疾病
32.7%

その他
67.3%

がん
50.6%

糖尿病
17.0%

高血圧症
13.7%

脂質異常症 7.7%

狭心症 4.5%
脳梗塞 4.1%
心筋梗塞 0.9%

脳出血 0.8% 動脈硬化症 0.4%
脂肪肝 0.2%

高尿酸血症 0.2%

医療費(円)生活習慣病関連疾病

1,833,165,140がん

614,120,720糖尿病

497,038,220高血圧症

277,532,740脂質異常症

161,722,060狭心症

146,791,960脳梗塞

32,783,750心筋梗塞

29,858,660脳出血

13,923,850動脈硬化症

8,933,890脂肪肝

6,372,400高尿酸血症

3,622,243,390合計

総医療費：11,077,665,460円

3,622,243,390円

平成30年度

コメントの追加 [KR16]: 1/24：メール指示の通り修正

いたしました。 

コメントの追加 [KR17]: 1/24：脚注を追加いたしまし

た。 

コメントの追加 [浅野18]: ツールは左記データを読み

込んだ結果のため 

出典修正します 
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②生活習慣病関連疾病医療費の推移 

生活習慣病関連疾病別医療費は、「脳出血」、「がん」が増加傾向となっています。  

 
出典：：国保データベースシステム（KDB）「疾病別医療費分析（生活習慣病） 【平成３０年度～令和４年度】」 

③人工透析患者数・１人当たり医療費の推移 

人工透析患者数は令和２年度以降減少傾向となっています。また、人工透析患者１人当たりの医療費は

６００万円台で推移しています。 

 
※透析患者数、新規透析患者数は各年度３月時点、医療費は各年度総額で１人当たり医療費を算出。 

人数の出典： 国保データベースシステム（KDB）「医療費分析(１)細小分類【平成３０年度～令和４年度】 
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平成30年度

639.4

令和元年度

605.7

令和2年度

614.5

令和3年度

659.1

令和4年度

透析患者数 新規透析患者数 1人当たり医療費

(万円)

コメントの追加 [KR19]: 1/24：医療費にて作成し、タ

イトルも更新いたしました。「糖尿病」は横ばいのため

削除しました。 

コメントの追加 [HY20]: 今後の医療費増加を抑止する

ためにも、特定健診やがん検診の受診率を向上させ、

重症化を防ぐ必要があります。 
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④人工透析患者の有病状況（令和４年） 

人工透析患者の有病状況は、「高血圧症」（９０．７%）、「糖尿病」（５７．４%）、「脂質異常症」（４７．２%）

と生活習慣病が高い割合となっており、生活習慣病の重症化予防対策が重要な課題となっています。 

 
出典：国保データベースシステム（KDB）「厚生労働省様式（様式３-７）人工透析のレセプト分析【令和４年４月作成分】」 

 

⑤治療中断者割合【糖尿病・高血圧症・脂質異常症】（令和４年度） 

「高血圧症」、「糖尿病」、「脂質異常症」の通院歴がある国保被保険者のうち、治療中断者は、高血圧症２

４２人（2.9％）、糖尿病８４人（2.9％）、脂質異常症１４９人（2.5％）となっています。治療中断者は、男性

の割合が女性より高くなっています。 

 

                                              参照データ：令和４年度レセプトデータ 

  

(%)

57.4
47.2

41.7

23.1

0

20

40

60

80

100

高血圧症 糖尿病 脂質異常症 虚血性心疾患 脳血管疾患

90.7

割合人数

ー8,238通院歴あり

97.17,996通院者

2.9242治療中断者

82.2199男性

17.843女性

割合人数

ー2,857通院歴あり

97.12,773通院者

2.984治療中断者

89.375男性

10.79女性

割合人数

ー6,038通院歴あり

97.55,889通院者

2.5149治療中断者

71.8107男性

28.242女性

高血圧症 糖尿病 脂質異常症

コメントの追加 [HY21]: このことから、生活習慣病の

重症化予防対策が重要な課題であることがわかりま

す。 
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（５）悪性新生物（がん） 

①悪性新生物の医療費総額の推移 

新生物＜腫瘍＞の医療費総額は、平成３０年度と比較して約１億円増加しています。また、主ながんの

医療費の合計は、年々増加しており、「肺がん」、「大腸がん」、「乳がん」の医療費が高くなっています。 

 

出典：国保データベースシステム（KDB）「疾病別医療費分析（大分類）【平成３０年度～令和４年度】」 

 

出典：国保データベースシステム（KDB）「疾病別医療費分析（細小（８２）分類）【平成３０年度～令和４年度】」 

  

コメントの追加 [KR22]: 1/24：表内の年度表記を修正

（統一）いたしました。 

コメントの追加 [KR23]: 1/24：出典を追加いたしまし

た。 
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②主ながんの種類別医療費の推移 

主ながんの種類別医療費の推移は、「肺がん」と「乳がん」が増加傾向であり、「胃がん」は、減少傾向と

なっています。また、減少傾向にあった「前立腺がん」は、令和４年度に増加しています。 

 
出典：国保データベースシステム（KDB）「疾病別医療費分析（細小（８２）分類）【平成３０年度～令和４年度】」 

  

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000

1,999
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16,126
17,593
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1,839
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乳がん

27,620
26,777

34,452

35,176
35,520

13,618

13,423
10,481
10,340
10,156

19,731

22,946
20,989

24,838
20,251

12,150
9,878

14,016

10,178
15,611

1,721
1,423
1,889

1,427
1,294

1,840

肺がん

1,712
2,673

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

(万円)
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（６）医療費適正化（重複・多剤服薬、重複・頻回受診の状況、後発医薬品（ジェネリック医薬品） 

①重複多剤服薬・重複頻回受診対象者の推移 

重複服薬者及び頻回受診者は、減少傾向となっていますが、多剤服薬者及び重複受診者は増加傾向と

なっています。 

 
※服薬者数、受診者数は各年度3月時点 

出典：国保データヘルス計画（KDB）「重複・多剤処方の状況」「重複・頻回受診の状況」 

※重複服薬者とは、同一月内に２つ以上の医療機関から２剤以上または、３つ以上の医療機関から１剤以上重複した処方を

されている者。  

※多剤服薬者とは、同一月内に処方日数が１日以上の薬剤を１５剤以上処方されている者。 

※重複受診者とは、同一月内に３つ以上の医療機関を１日以上受診している者。 

※頻回受診者とは、同一月内に１つの医療機関を１５日以上受診している人者。 

 

②後発医薬品（ジェネリック医薬品）割合の推移 

ジェネリック医薬品の使用割合は、年々増加していますが、国の定める目標値（８０%）には、わずかに
達していません。 

 

出典：厚生労働省「保険者別の後発医薬品の使用割合【平成３０年度～令和４年度（各年度３月分）】」 

 

人数(人)

令和4年度令和3年度令和2年度令和元年度平成30年度

20 21 21 27 31重複服薬者

276 260 242 219 259多剤服薬者

2,266 2,234 2,119 2,053 2,325重複受診者

55 62 68 69 82頻回受診者
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深谷市

（％）

←国の定める
目標値

コメントの追加 [KR24]: 1/24：R4年度の数値を更新

し、H30年度を追加いたしました。 

コメントの追加 [KR25]: 1/24：注釈を追加いたしまし

た。 
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３ 特定健康診査・特定保健指導の状況 

（１）特定健康診査の推移     

①特定健康診査受診率の比較（推移） 

特定健康診査受診率は、特定健康診査を開始した平成２０年度から平成３０年度まで年々増加していま

したが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により令和２年度に大きく減少しました。令和３年度には増

加に転じましたが、新型コロナウイルス感染拡大前の受診率を下回っています。また、いずれの年度にお

いても国、県の受診率を下回る結果となっており、引き続き、特定健診への受診を促す事業を実施し、受

診率の向上を目指します。 

 
出典：法定報告値  

②特定健康診査受診率の比較 性別・年齢階層別（令和４年度） 

性別の受診率は、７０歳-７４歳の受診率を除き女性が男性を上回っています。 

年齢階層別の受診率は、４０歳代及び５０歳代の受診率が低く、特に４０歳代の男性の受診率は２０％を

下回っており、40歳代及び50歳代に対しての健診受診を促進することが重要となります。 

 
出典：法定報告値 
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コメントの追加 [KR26]: 1/24：県数値を修正いたしま

した。 

コメントの追加 [HY27]: 引き続き、特定健診への受診

を促す事業を実施し、受診率の向上を目指します。 

コメントの追加 [KR28]: 1/24：男性 65-69歳の割合に

誤りがございましたため、修正いたしました。 

コメントの追加 [HY29]: このため、40歳代及び 50歳

代に対しての健診受診を促進することが重要です。 
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③特定健康診査受診有無別の生活習慣病治療状況（令和４年度） 

特定健康診査対象者を健診受診有無、生活習慣病の治療有無、検査数値により５つのグループに分け

ると、特定健康診査未受診者のうち生活習慣病治療中の割合が最も高くなっています。 

 
出典：国保データベースシステム（KDB）「厚生労働省様式（様式5－5：糖尿病等生活習慣病予防のための健診・保健指導）【令和4年度】」 

④特定健康診査受診有無別の生活習慣病治療状況 年齢階層別（令和４年度） 

特定健康診査受診者のうち生活習慣病の治療がない者の割合は、２３．４%となっており、この中に異常

値放置者が含まれます。また、特定健康診査未受診者のうち生活習慣病の治療がない健康状態不明者の

割合が３４．０%となっており、特定健康診査等への受診を促し健康状態の把握へつなげる必要がありま

す。 

 
※100%構成比は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合があります。 

出典：国保データベースシステム（KDB）「厚生労働省様式（様式5－5：糖尿病等生活習慣病予防のための健診・保健指導）【令和4年度】」 

健
診
受
診
者

健
診
未
受
診
者

健
診
対
象
者

割合(％)人数(人)グループ

17.43,859
特定健康診査受診者のうち医療機関
で生活習慣病の治療をしているが検
査値が一定基準以上の状態にある人

生活習慣病
治療中

コントロール不良

10.12,234
特定健康診査受診者のうち医療機関
で生活習慣病の治療をしていて検査
値が一定基準以下の状態にある人

生活習慣病
治療中

コントロール良

8.41,859
特定健康診査受診者のうち生活習慣
病のレセプトがない人

治療なし

42.49,422
特定健康診査未受診者のうち生活習
慣病のレセプトがある人

生活習慣病
治療中

21.84,852
特定健康診査未受診者のうち生活習
慣病のレセプトがない人

治療なし

22,414人

7,862人

14,552人

全体70歳～65-69歳60-64歳55-59歳50-54歳45-49歳40-44歳

7,9523,3852,304853444381326259人数(人)健診受診者

3,8591,8561,1223901981507964人数(人)生活習慣病治療中
コントロール不良 48.554.848.745.744.639.424.224.7割合(％)

2,234997646250108778274人数(人)生活習慣病治療中
コントロール良 28.129.528.029.324.320.225.228.6割合(％)

1,859532536213138154165121人数(人)
治療なし

23.415.723.325.031.140.450.646.7割合(％)

全体70歳～65-69歳60-64歳55-59歳50-54歳45-49歳40-44歳

14,2745,1453,0781,4451,1131,2581,1931,042人数(人)健診未受診者

9,4224,1402,173946599627517420人数(人)
生活習慣病治療中

66.080.570.665.553.849.843.340.3割合(％)

4,8521,005905499514631676622人数(人)
治療なし

34.019.529.434.546.250.256.759.7割合(％)

コメントの追加 [KR30]: 1/24：R4年度最新データにて

更新いたしました。 

コメントの追加 [KR31]: 1/24：R4年度最新データにて

更新いたしました。更新に合わせて文章の値を修正い

たしました。 
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（２）特定健康診査有所見の状況 

①有所見該当率（令和４年度） 

有所見該当率は、男女ともに「HbA1c」、「収縮期血圧」、「LDLコレステロール」の割合が高くなってい

ます。また、「HbA1c」、「収縮期血圧」、「LDLコレステロール」、「拡張期血圧」の有所見該当率は、国や県

の割合を上回っています。 

出典：国保データベースシステム（KDB）「厚生労働省様式（様式５－２：健診有所見者状況）【令和４年度】」 
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コメントの追加 [KR32]: 1/24：R4年度最新データにて

更新いたしました。 
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②HbA１c＊有所見者の割合の推移 

HbA1c有所見者は年々増加しています。令和４年度の要保健指導判定となる「HｂA1c５．６％以上」

の割合は、7７.４％となっており、そのうち、「HbA1c５．６%以上6．5%未満」の割合が6５.１％と多くの

割合を占めているため、保健指導等で早期からの重症化予防が大切となります。 

 

_出典：国保データベースシステム（KDB）「集計対象者一覧【令和元年度～令和４年度】」 

＊HbA１c：血液中の全てのヘモグロビン量のうち糖が結合したヘモグロビン量の割合。過去1～2か月の血糖値を反映します。 

 

③非肥満高血糖該当者＊の状況（令和４年度） 

非肥満高血糖該当者は、男性で１５．６%、女性で２７．１%となっており、男女ともに国、県と比較して高

い割合となっています。血糖値が高い状態が続くと糖尿病になるリスクが高まり、糖尿病を放置すると

「網膜症」、「腎症」、「神経障害」等の３大合併症に移行していきます。 

非肥満高血糖該当者は、特定保健指導の対象者とならないため、生活習慣を見直すための対策が必要

となります。 

 

＊非肥満高血糖該当者：腹囲が正常値かつ、空腹時血糖が１１０mg/dL以上または HbA１cが６．０%以上の者。 

出典： 国保データベースシステム（KDB）「健診の状況【令和４年度】」 
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コメントの追加 [KR33]: 1/24：R4年度最新データにて

更新いたしました。更新に合わせて文章の値を修正い

たしました。 

コメントの追加 [KR34]: 1/24：R4年度最新データにて

更新いたしました。更新に合わせて文章の値を修正い

たしました。 
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（３）質問票（生活習慣）の状況   

①運動に関する問診の状況 性別（令和４年度） 

運動習慣の問診回答のうち、「１回３０分以上の運動なし」が男女ともに国、県よりも高い割合となって

います。 

 
出典：国保データベースシステム（KDB）「質問票調査の状況【令和４年度】」 

 

②食習慣に関する問診の状況 性別（令和４年度） 

食習慣の問診回答のうち、男性は「食べる速度が速い」と「週３回以上就寝前に夕食をとる」以外、女性

は全ての項目が国、県より低い割合となっています。 

 

出典：国保データベースシステム（KDB）「質問票調査の状況【令和４年度】」 
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コメントの追加 [KR35]: 1/24：問診について、全て

R4年度最新データにて更新いたしました。 

コメントの追加 [KR36]: 1/24：R4年度最新データにて

更新いたしました。更新に合わせて文章の値を修正い

たしました。 
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③その他の問診の状況 性別（令和４年度） 

その他の問診回答のうち男性は、「毎日飲酒」が国、県より高い割合となっています。 

また、「保健指導の希望なし」が国、県より低いものの、男女ともに半数以上と高い割合となっているた

め、健康意識を高める周知及び啓発が必要と考えられます。 

 

出典：国保データベースシステム（KDB）「質問票調査の状況【令和４年度】」 
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（４）メタボリックシンドローム該当者＊１及びメタボリックシンドローム予備群該当者＊２の状況 

①メタボリックシンドローム該当者率の比較（推移） 

メタボリックシンドロームの該当者率は、国、県より低い割合となっていますが、増加傾向となっていま

す。 

 
                                   出典：国保データベースシステム（KDB）「健診の状況【平成30年度～令和４年度】」 

 

②メタボリックシンドローム該当者率 性別・年齢階層別（令和４年度） 

メタボリックシンドロームの該当者率は、女性と比較して男性の割合が大幅に高くなっており、６０歳以

上の男性の３０％以上がメタボリックシンドローム該当者となっています。 

 

出典：国保データベースシステム（KDB）「健診の状況【令和４年度】」 

＊１：腹囲男性８５㎝以上・女性９０㎝以上で、かつ高血圧・高血糖・脂質異常のうちいずれか２つ以上をあわせもった者。 

＊２：腹囲男性８５㎝以上・女性９０㎝以上で、かつ高血圧・高血糖・脂質異常のうちいずれか１つをあわせもった者。 
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コメントの追加 [KR37]: 1/24：メタボについて、R4年

度最新データにて更新いたしました。 

コメントの追加 [KR38]: 出典を修正いたしました。 
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③メタボリックシンドローム予備群該当者率の比較（推移） 

メタボリックシンドローム予備群の該当者率は、国、県より低い割合で推移しており、また、減少傾向と

なっています。 

 
                                    出典：国保データベースシステム（KDB）「健診の状況【平成30年度～令和４年度】」 

 

④メタボリックシンドローム予備群該当者率 性別・年齢階層別（令和４年度） 

メタボリックシンドローム予備群の該当者率は、男性の割合が女性より高くなっています。また、男女と

もに５５‐５９歳の割合が最も高くなっています。 

 

出典：国保データベースシステム（KDB）「健診の状況【令和４年度】」 
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（５）特定保健指導実施率の推移 

①特定保健指導実施率の比較（推移） 

特定保健指導実施率は、平成20年度の15.8％から減少傾向で推移していましたが、平成30年度に

大幅に増加しました。以降、県の実施率を上回る20％台で推移していますが、国の実施率は下回ってい

ます。平成３０年度から特定健康診査と同日に特定保健指導の初回面談を開始したことが実施率の向上

の一因となったと考えられます。 

 

出典：法定報告値 

 

②特定保健指導（動機付け支援）実施率の比較 性別・年齢階層別（令和４年度） 

特定保健指導実施率（動機づけ支援）は、男女ともに６５‐６９歳が最も高くなっています。 

 

出典： 法定報告値 
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コメントの追加 [KR39]: 1/24：県の数値を修正いたし

ました。 
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③特定保健指導（積極的支援）実施率の比較 性別・年齢階層別（令和４年度） 

特定保健指導実施率（積極的支援）は、男性は４５歳‐４９歳が最も高く、女性は５０歳‐５４歳が最も高い

です。４５歳‐４９歳を除いた実施率は男性より女性が高いです。 

 
※前期高齢者（６５歳以上７５歳未満）については、積極的支援の対象となった場合でも動機づけ支援とする。 

出典： 法定報告値 

 

４ 介護に関する状況 

（１）介護給付費の推移 

 介護給付費は、令和元年度の９８．３億円から約５．５億円増加し、令和４年度は約１０３．８億円となって

います。 

 
                           出典： KDB_S２９_００３_健康スコアリング（介護）【令和１年度～令和４年度】 
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コメントの追加 [KR40]: 1/24：男性 55-59歳、女性

60-64歳の割合に誤りがございましたため、修正いた

しました。 

コメントの追加 [KR41]: 1/24：脚注を追加いたしまし

た。 
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（２）要介護（要支援）認定率の推移 

介護保険の１号認定率＊１は、増加傾向で推移していましたが、令和４年度に減少し、県と同程度の１７．

０％となっています。また、１号認定率は、国より低い状況です。２号認定率＊2 及び新規認定率は、横ばい

でいずれの年度も国、県と同一です。 

 
出典：国保データベースシステム（KDB）「地域の全体像の把握【平成３０年度～令和４年度】」 

＊１  １号認定率：６５歳以上の国保被保険者（介護保険第１号被保険者）のうち介護認定を受けている人の割合 

＊2 ２号認定率：４０歳以上６５歳未満の国保被保険者（介護保険第２号被保険者）のうち介護認定を受けている人の割合  

 

（３）要介護（要支援）度別認定者割合の推移 

要支援・要介護認定者数は、年々増加傾向にあり、令和４年度は７，１１９人となっています。 

要支援・要介護認定者の割合は平成３０年度と令和４年度を比較すると要介護１、要介護２及び要介護

４の割合が増加傾向となっています。 

 
※()内は要支援・要介護者の人数。 

※100%構成比は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合があります。 

出典：介護度別認定率：国保データベースシステム（KDB）「要介護（支援）者認定状況【平成３０年度～令和４年度】」 

（％）

1

15

16

17

0

18

19

20

21

17.8

16.6

19.6

令和
元年度

17.8

17.2

19.9

17.6

18.1

17.8

20.3

令和
3年度

17.0

令和
2年度

19.4

令和
4年度

16.0

19.2

平成
30年度

17.0

深谷市 埼玉県 国

0.4 0.4 0.4 0.4 0.40.4 0.4 0.4 0.4 0.40.4 0.4 0.4 0.4 0.4

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

平成
30年度

令和
元年度

令和
2年度

令和
3年度

令和
4年度

（％）
1号認定率 2号認定率 新規認定率

0.3 0.3 0.3 0.3 0.30.3 0.3 0.3 0.3 0.30.3 0.3 0.3 0.3 0.3

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

平成
30年度

令和
元年度

令和
2年度

令和
3年度

令和
4年度

（％）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

13.4
(908)

15.3
(1,035)

17.9
(1,211)

20.7
(1,403)

11.7
(796)

平成30年度

10.6
(726)

13.5
(926)

14.6
(997)

17.4
(1,192)

21.0
(1,435)

12.4
(849)

令和元年度

9.7
(665)

14.3
(981)

15.5
(1,067)

17.5
(1,199)

20.8
(1,430)

11.7
(801)

令和2年度

9.4
(656)

15.1
(1,054)

15.4
(1,076)

17.2
(1,201)

21.9
(1,528)

11.1
(776)

令和3年度

10.9
(740)

15.3
(1,091)

14.7
(1,047)

18.5
(1,319)

21.8
(1,552)

10.4
(742)

9.2
(653)

6,780人

6,849人

6,869人

6,970人

7,119人令和4年度

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

（％）

10.1
(687)

10.6
(724)

10.6
(726)

9.7
(679)

10.0
(715)

コメントの追加 [KR42]: 1/24：R4年度最新データにて

更新いたしました。更新に合わせて文章の値を修正い

たしました。 

コメントの追加 [KR43]: 1/24：単位についてグラフ内

の％を削除、人数は合計値のみ「人」を追加、注釈に

て（）内が人数であることを追記いたしました。 

コメントの追加 [KR44]: 1/24：脚注を追加いたしまし

た。 
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（４）要介護（要支援）認定者有病状況の比較（令和４年度） 

要介護（要支援）認定者の有病状況は、「心臓病」（58．９%）、「高血圧症」（52．２%）、「筋・骨格」（51．

４%）、「精神」（3３．０%）の順に高くなっています。また、「高血圧症」、「心臓病」、「脳疾患」、「筋・骨格」の

割合は、国より低いものの県より高くなっています。 

 
※有病状況「心臓病」は、「傷病関連コード一覧」の「５．レセプト表記区分の設定条件一覧」の「レセ表記_心臓病」を満たすレセプト（I０１：心

臓併発症を伴うリウマチ熱～I０２：心臓併発症を伴うリウマチ性舞踏病、I０５～I０９：慢性リウマチ性心疾患、I１０～I１５：高血圧性疾患、I

２０～I２５：虚血性心疾患、I２７：その他の肺性心疾患、I３０～I５２：その他の型の心疾患）を集計していることから、高血圧性疾患が含ま

れている。 

 

出典： 国保データベースシステム（KDB）「地域の全体像の把握【令和４年度】」 
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コメントの追加 [KR45]: 1/24：R4年度最新データにて

更新いたしました。 

更新に合わせて文章の値を修正いたしました。 
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５ 分析のまとめ 

健康・医療情報

等の項目 

左記の大分類のうち、健康・医療情報等の 

分析に必要となる各種データ等の分析結果 

参照

ページ 

対応する

健康課題 

標準化死亡比・

平均余命・平均

自立期間 

（健康寿命） 

標準化死亡比は肺炎、脳血管疾患、心疾患、悪性新生物が県より高くな

っています。 

令和３年の死因別死亡割合は、悪性新生物の割合が２２．８％と最も高

く、次いで心疾患、老衰の順に高くなっています。 

深谷市の平均余命及び健康寿命は、男女ともに国、県より短くなってい

ます。平均余命と健康寿命の差については、男性が１．４歳、女性が３．１歳

となっており、男女ともに健康上の問題で日常生活が制限される期間は

国・県よりも短くなっています。 

１３ 

１４ 
1・2・3・4 

医療費等の分

析 

国保被保険者１人当たり医療費は、平成３０年度と令和４年度を比較す

ると増加しています。また、１人当たり医療費は国より低く、県より高くな

っています。 

疾病大分類別の医療費の割合は、１位新生物（１８．３％）、２位循環器系

疾患（１４．５％）、３位内分泌（９．２％）、４位筋骨格系（８．９％）、５位腎尿

路系（８．２％）となっています。 

医療費構成割合上位５位までの疾病のうち腎尿路系以外は国、県より

高い割合となっています。 

生活習慣病関連疾病の医療費の割合は、総医療費の３３．８%を占めて

おり、内訳では、がん、糖尿病、高血圧症が上位となっています。 

令和４年度の生活習慣病（高血圧症、糖尿病、脂質異常症）の治療中断

者は、それぞれ国保被保険者の約３％の割合となっています。 

重複服薬者及び頻回受診者は、減少傾向となっていますが、多剤服薬

者及び重複受診者は増加傾向となっています。 

ジェネリック医薬品の使用割合は、年々増加していますが、国の目標値

の８０．0%にわずかに達していません。 

人工透析患者の有病状況は、高血圧症、糖尿病、脂質異常症と生活習

慣病が高い割合となっています。 

１５～

２５ 

1．・2・3・

4・5 

特定健康診査・

特定保健指導

の状況 

 特定健康診査受診率は、特定健康診査を開始した平成２０年度から平成

３０年度まで年々増加していましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影

響により減少しました。令和３年度には増加に転じましたが、新型コロナ

ウイルス感染拡大前の受診率を下回っています。また、いずれの年度にお

いても国、県の受診率を下回る結果となっています。 

特定保健指導実施率は、平成３０年度から令和３年度まで年々増加して

いましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により令和４年度は減少

しました。平成３０年度から埼玉県の実施率を上回ったものの、国の実施

率をわずかに下回っています。平成３０年度から特定健康診査と同日に

特定保健指導の初回面談を開始したことが実施率の向上の一因となった

と考えられます。 

特定健康診査受診者のうち生活習慣病の治療がない者の割合は、２３．

４%となっており、この中に異常値放置者が含まれます。また、特定健康

診査未受診者のうち生活習慣病の治療がない健康状態不明者の割合が３

４．０%となっており、特定健康診査もしくは医療機関への受診を促し健

康状態の把握へつなげる必要があります。 

有所見該当率は、男女ともに HbA1c、収縮期血圧、LDL コレステロー

ルの割合が高く、特に HbA1c有所見者は、年々増加しています。 

 非肥満高血糖該当者は、男性で 15．６%、女性で 27．１%となってお

り、国、県と比較して、男女ともに高い割合となっています。 

26～ 

  ３５ 
1・3 

コメントの追加 [KR46]: 1/24：R4年度更新に合わせて

数値を修正いたしました。その他修正箇所を赤字にて

記載しております。 



39 
 

運動習慣の問診回答のうち、「１回３０分以上の運動なし」が男女ともに

国、県よりも高い割合となっています。 

「保健指導の希望なし」が国、県より低いものの、男女ともに半数以上

と高い割合となっているため、健康意識を高める周知及び啓発が必要と

考えられます。 

介護に関する

状況 

介護給付費は、令和元年度の９８．３億円から約５．５億円増加し、令和４

年度は約１０３．８億円となっています。 

 要支援・要介護認定者数は、年々増加傾向にあり、令和４年度は７，１１９

人となっています。要支援・要介護認定者割合は平成３０年度と令和４年

度を比較すると要介護１、要介護２及び要介護４の割合が増加傾向となっ

ています。 

 介護認定者の有病状況は、心臓病（58．９%）、高血圧症（52．２%）、

筋・骨格（51．４%）、精神（3３．０%）の順に高くなっています。また、高血

圧症、心臓病、筋・骨格の割合は国より低いものの、県より高い割合とな

っています。  

35～ 

  37 
6 

 

６ 健康課題とその対策 

健康課題とその対策 関連する保健事業 

1 

標準化死亡比は肺炎、脳血管疾患、心疾患、悪性新生物が県よ

り高い。生活習慣病患者が多数存在し、生活習慣病関連疾病の医

療費の割合は、総医療費の多くを占めている。 

特定健康診査もしくは医療機関への受診等により健康状態の

把握へつなげる必要がある。あわせて健康づくりの推進を図る必

要がある。また、生活習慣病の発症予防につなげる必要がある。 

特定健康診査受診率向上事業、

特定保健指導実施率向上事業、

健康教育事業、減塩健康教育 

2 

特定健康診査受診者のうち生活習慣病の治療がない者に異常

値放置者がいること、また、特定健康診査未受診者のうち生活習

慣病の治療がない健康状態不明者がいる。 

未治療者や治療中断者へ医療機関の受診を促し、適切な治療

へつなげる必要がある。未治療者や治療中断者へ医療機関の受

診を促し、適切な治療へつなげる必要がある。 

健診異常値放置者受診勧奨事

業、生活習慣病治療中断者受診

勧奨事業 

3 

生活習慣病関連疾病の医療費の割合は、総医療費の多くを占

めており、糖尿病や、高血圧症が上位となっている。 

高血圧や糖尿病の発症、重症化予防を図る必要がある。 

糖尿病性腎症重症化予防事業 

4 

新生物＜腫瘍＞の医療費総額は、増加しており、生活習慣病関

連疾病の医療費の割合はがんが最も多い。 

がん検診の受診率を向上し早期発見につなげる必要がある。 

各種がん検診 

5 

1人当たり医療費は増加している。 

適正服薬や適正受診を促進することや、医薬品をジェネリック

医薬品に切り替えることより薬剤費の伸びを抑制することで、医

療費の適正化を図る必要がある。 

受診行動適正化指導事業、ジェ

ネリック医薬品差額通知事業 

6 

介護認定者の有病状況は、高血圧症、心臓病、筋・骨格の割合

が県より高い。 

高血圧症の発症予防や運動機能維持等の介護予防事業の取り

組みを広げていく必要がある。 

地域包括ケア及び高齢者の保健

事業と介護予防の一体的実施

に関する取組み 
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第４章 

・データヘルス計画（保健事業全体）の目的、目標 

・目標を達成するための個別保健事業 

１ 計画全体における目的 

健康・医療・介護の情報を活用し、PDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業を展開し、国

保に加入している被保険者の健康増進を図ることで健康寿命の延伸及び医療費適正化を目指します。 

指標 実績 目標値 

R４ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ 

健康寿命＊ 
男性 ７８．８歳 延伸 延伸 延伸 延伸 延伸 延伸 

女性 ８３．８歳 延伸 延伸 延伸 延伸 延伸 延伸 

１人当たり医療費 3４1,６７１円 維持 維持 維持 維持 維持 維持 

※健康寿命：日常生活動作が自立している期間の平均。要介護２以上を不健康と定義して算出。 

２ １を達成するための目的、目標、関連する個別保健事業 

★すべての都道府県で設定する指標 ☆地域の実情に応じて都道府県が設定した指標（埼玉県版） 

 

（１）目的：特定健康診査の受診率を向上させ、異常の早期発見を促す 

目標 評価指標 
実績 目標値 関連する 

個別保健 

事業 R４ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ 

特定健康診

査受診率を

60．0％と

する。 

特定健康

診査受診

率★ 
３５．８％ 37．0% 40．0% 45．0% 50．0% 55．0% 60．0% 

特定健康診

査受診率向

上事業 

 

（２）目的：特定保健指導の実施率を向上させ、生活習慣の改善を促す 

目標 評価指標 
実績 目標値 関連する 

個別保健 

事業 R４ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ 

特定保健指

導実施率を

60.０％と

する。 

特定保健

指導実施

率★ 
２２．４％ 28．0% 34．0% 40．0% 46．0% 52．0% 60．0% 

特定保健指

導実施率向

上事業 

特定保健指

導による特

定保健指導

対象者を減

少させる。 

特定保健

指導によ

る特定保

健指導対

象者の減

少率★☆ 

１５．６％ 20．0% 20．0% 20．0% 20．0% ２０．0％ ２０．0% 

特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率★☆ 分子：分母のうち今年度は特定保健指導の対象者
ではなくなった者の数／分母：昨年度の特定保健指導の利用者数 

コメントの追加 [KR47]: 1/22依頼にて修正（P15と数

値は同じ） 
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（３）目的：血圧のコントロール良好者を増やす 

目標 評価指標 
実績 目標値 関連する 

個別保健 

事業 R４ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ 

保健指導判

定値以上の

割合を減ら

す。 

血圧が保健

指導判定値

以上の者の

割合☆ 

５６．8% ５６．0% ５５．５% ５５．0% ５４．５% ５４．0% ５３．５% 

特定保健指

導実施率向

上事業 

血圧が保健指導判定値以上の者の割合☆  

分子：収縮期血圧≧130ｍｍHg または拡張期血圧≧85ｍｍHg の者の数／分母：特定健康診査受診者の

うち、血圧の検査結果がある者 

 

（４）目的：医療機関への受診及び治療を促す 

目標 評価指標 
実績 目標値 関連する 

個別保健 

事業 R４ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ 

健診におけ

る有所見者

率を減らす。 

健診におけ

る有所見者

率（血糖・血

圧・脂質） 
７．3% ７．2％ ７．１％ ７．0％ 6.9％ ６．8％ ６．7％ 

健診異常値

放置者受診

勧奨事業 

 

生活習慣病

治療中断者

受診勧奨事

業 

 

（５）目的：糖尿病の適正受診、重症化予防を促す 

目標 評価指標 
実績 目標値 関連する 

個別保健 

事業 R４ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ 

血糖コントロ

ール不良者

の割合を減

らす。 

HbA １ c８ ．

０％以上の

割合★ 
１．６% 減少 減少 減少 減少 減少 減少 

糖尿病性腎

症重症化予

防事業 

高血糖者の

割合を減ら

す。 

高血糖者（H

ｂA1c6.5%

以上）の割合

☆ 

１２．5% 減少 減少 減少 減少 減少 減少 

糖尿病の未

治療者や治

療中断者を

減らす。 

HbA １ c６ ．

５％以上か

つ糖尿病レ

セプトなしの

者の割合☆ 

23.3% 減少 減少 減少 減少 減少 減少 

HbA１c６．５％以上かつ糖尿病レセプトなしの者の割合☆  

分子：HbA1c６．５％以上の者のうち、糖尿病のレセプトがない者の数／分母：HbA1c6．5％以上の者 

高血糖者の割合☆  

分子：HbA1c６．５％以上の者／特定健康診査受診者のうち、HbA1cの検査結果がある者 

コメントの追加 [浅野48]: 高血糖者…と糖尿病の未…

行を入れ替え 

P55も同様 

コメントの追加 [KR49R48]: 1/24：対応いたしまし

た。 
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（６）目的：適正服薬・適正受診を促す 

目標 評価指標 
実績 目標値 関連する 

個別保健 

事業 R４ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ 

重複服薬者

数（被保険者

１ 万人当た

り ） を 減 ら

す。 

重複服薬者

数（被保険者

１ 万人当た

り） 

６２人 減少 減少 減少 減少 減少 減少 

受診行動適

正化指導事

業 

 

多剤服薬者

数（被保険者

１ 万人当た

り ） を 減 ら

す。 

多剤服薬者

数（被保険者

１ 万人当た

り） 

１４人 減少 減少 減少 減少 減少 減少 

重複受診者

数（被保険者

１ 万人当た

り ） を 減 ら

す。 

重複受診者

数（被保険者

１ 万人当た

り） 

６５４人 減少 減少 減少 減少 減少 減少 

頻回受診者

数（被保険者

１ 万人当た

り ） を 減 ら

す。 

頻回受診者

数（被保険者

１ 万人当た

り） 

１５人 減少 減少 減少 減少 減少 減少 

 

（７）目的：後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用を促す 

目標 評価指標 
実績 目標値 関連する 

個別保健 

事業 R４ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ 

ジェネリック

医薬品の

数量シェアを

８３.0%と

する。 

ジェネリッ

ク医薬品

の数量 シ

ェア ７9.2% 80.5％ 81．0% 8１．5％ 82．0% 8２．5% 8３．0% 

ジェネリッ

ク医薬品差

額 通 知 事

業 

 

（８）目的：がんの早期発見及び早期治療へ繋げる 

目標 評価指標 
実績 目標値 関連する 

個別保健 

事業 R４ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ 

がん検診の

受 診 率 の

向上。 

各種がん

検診平均

受診率※ 
10.0% 向上 向上 向上 向上 向上 向上 

各種がん

検診 

※胃がん、肺がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がんの平均受診率 
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（９）目的：健康づくりの推進 

目標 評価指標 
実績 目標値 関連する 

個別保健

事業 R４ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ 

健康づくり

に取り組む

市民の増加。 

健康づくり

に取り組む

市民の割合 
５９．４% ６８．６% ７０．１% ７１．６% ７３．１% ７４．６% ７６．１% 

健康教育

事業 

減塩につい

て正しい知

識をもち実

践できる市

民を増やす。 

深谷市塩マ

スター認定

証交付者の

増加（講座

参加者数） 

１０８人 １３０人 １６０人 ２００人 ２４０人 ２７０人 ３２０人 

減塩健康

教育 

 

（１０）目的：地域包括ケア及び高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関する取組みの実施  

目標 評価指標 
実績 目標値 関連する 

個別保健 

事業 R４ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ 

７５歳以上の

要介護・要支

援認定率の

維持。 

７５歳以上の

要介護・要支

援認定率 
２８．１% 維持 維持 維持 維持 維持 維持 

地域包括ケア

及び高齢者

の保健事業と

介護予防の

一体的実施に

関する取組み 
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第５章 特定健康診査・特定保健指導の実施 

１ 達成しようとする目標 

 R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ 

特定健康診査受診率 37．0％ 40．0％ 45．0％ 50．0％ 55．0％ 60．0％ 

特定保健指導実施率 28．0% 34．0% 40．0% 46．0% 52．0% 60．0% 

 

２ 特定健康診査等の対象者数（推計） 

（１）特定健康診査 

 R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ 

対象者数（人） 21,300 20,450 19,630 18,850 18,090 17,370 

受診者数（人） 7,881 8,180 8,834 9,425 9,950 10,422 

 

（２）特定保健指導 

 R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ 

対象者数（人） ９８５ 1,0１５ 1,０８９ 1,１４９ 1,１９９ 1,242 

実施者数（人） ２７６  3４５  4３６ 5２９  6２３  ７４５  
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３ 特定健康診査の実施方法 

（１）基本的な考え方 

特定健康診査の基本項目に加え、心疾患対策を充実させるため、心電図を追加項目として実施します。 

対象者の利便性を確保するため、特定健康診査の委託基準を満たす医療機関及び深谷市が指定する

公共施設等で特定健康診査を受診できるよう環境を整えます。 

対象 ４０歳から７４歳の被保険者 

実施時期 ６月から翌年２月末まで 

実施方法 外部委託 

実施場所 
集団：委託契約を結んだ医療機関等、市内公共施設 

個別：市内健診実施医療機関等 

実施項目 基本的な特

定健康診査

項目 

・既往歴の調査（服薬歴及び喫煙習慣等） 

・自覚症状及び他覚症状の有無、理学的検査（身体診察）  

・身長、体重及び腹囲の検査 

・BMIの測定（BMI＝体重（kg）÷身長（m）の２乗） 

・血圧の測定 

・肝機能検査 （AST（GOT）・ALT（GPT）・γ‐GT（γ‐GTP）） 

・血中脂質検査（中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール又は

Non-HDLコレステロール） 

・血糖検査（空腹時血糖またはHbA１c） 

・尿検査（尿中の糖及び蛋白の有無） 

追加項目 受診者全員に実施 

・心電図検査 

・血清クレアチニン検査 

詳細な健康

診査の項目 

 

一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施します。 

・心電図検査 

・眼底検査 

・貧血検査 

・血清クレアチニン検査 

費用 自己負担 ５００円 

受診券 

送付時期 

４月１日以前加入者は５月に送付 

５月～１１月の年度内途中加入者は加入後２か月以内に送付 

他の健診受
診者データ
の取扱い 

・人間ドック 

・診療情報提供 

 

  



47 
 

 

４ 特定保健指導の実施方法 

（１）基本的な考え方 

特定健康診査の結果から、内臓脂肪蓄積の程度とリスクに応じ、必要性に応じたレベル別（情報提供、

動機付け支援、積極的支援）に保健指導を実施するため、対象者の階層化を行います。 

（２）特定保健指導対象者の選定と階層化の方法 

特定保健指導対象者を明確にするため、特定健康診査結果から対象者を、グループに分類して保健指

導を実施します。 

 

  

特定保健指導の階層化判定

【STEP 1】

腹囲  男性 85cm以上 腹囲  男性 85cm未満 腹囲  男性 85cm未満

        女性 90cm以上         女性 90cm未満         女性 90cm未満

 かつ  ＢＭＩ 25以上  かつ  ＢＭＩ 25未満

【STEP 2】 ① 血圧 a  収縮期血圧 130mmHg 以上  又は

b  拡張期血圧  85mmHg 以上   

② 血糖 a  空腹時血糖 100mg/dl 以上   又は

b  随時血糖 100mg/dl 以上   又は

c  HbA1c (NGSP)   5.6% 以上   

③ 脂質 a  空腹時中性脂肪 150mg/dl 以上   又は

b  随時中性脂肪 175mg/dl 以上   又は

c  HDLコレステロール   40mg/dl 未満

④ 質問票 喫煙あり  (①～③のリスクが1つ以上の場合にカウント)

⑤ 質問票 高血圧症、糖尿病、脂質異常症の治療薬を服用している

【STEP 3】 STEP 1で (1) の場合 STEP 1で (2) の場合

STEP 2の①～④のリスクが STEP 2の①～④のリスクが

2つ以上 積極的支援 3つ以上 積極的支援

1つ 動機付け支援 1つ又は2つ 動機付け支援

なし 情報提供 なし 情報提供

【STEP 4】 ※65歳以上75歳未満は、「積極的支援」に該当しても「動機付け支援」とする

※⑤の服薬者は「情報提供」となり、特定保健指導の対象としない

情報提供

(1) (2) (3)
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対象 特定健康診査の結果において、特定保健指導の数値に該当した者 

実施時期 ６月から翌年３月末まで 

実施機関 外部委託（委託契約を結んだ医療機関等） 

実施場所 委託契約を結んだ医療機関等 

 

 

 

 

実施方法 

動機付け支援 

a.初回面接 

一人当たり 20分以上の個別支援。 

b.3カ月経過後の評価 

対面又はICT活用による面接。 

積極的支援 

a.初回面接 

一人当たり 20分以上の個別支援。 

b.3カ月以上の継続支援 

個別支援、電話、e-mail等の通信手段を組み合わせて行う。 

c.3カ月経過後の評価 

対面又はICT活用による面接。 

費用 自己負担 無料 

案内通知 特定健康診査受診後おおよそ１～３か月 

 

５ 年間スケジュール 

 
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

特定

健康

診査 

            

特定

保健

指導 

            

 

６ その他 

（１）外部委託の基準 

厚生労働省が定める外部委託機関基準（「標準的な健診・保健指導プログラム」「特定健康診査・特定保

健指導の円滑な実施に向けた手引き」）に掲げる基準を満たす者とします。     

（２）外部委託契約の形態 

特定健康診査及び特定保健指導は、市内の医療機関等に委託して実施します。契約形態は集合契約を

結ぶものとします。 

（３）周知・案内の方法 

特定健康診査受診対象者に、特定健康診査受診券と受診方法等を記載した受診案内を送付します。特

定健康診査の受診終了直後に、保健指導対象者となった者へ保健指導利用を案内し、同日中に保健指導

を実施します。特定健康診査結果から特定保健指導対象者となった者へ、利用案内を送付します。 

また、加入時に配布するガイドブック、受診案内、市ホームページ、SNS、広報誌、ポスター等で周知を

図ります。 

健診実施期間 

保健指導初回実施期間 



49 
 

第６章 健康課題を解決するための個別の保健事業 

１ 特定健康診査受診率向上事業   

背 景 

平成２０年度から、脳血管疾患、心臓病、腎不全等の生活習慣病の原因となるメタボリック

シンドロームを対象にした特定健康診査・特定保健指導が保険者に義務付けられている。 

深谷市では制度開始以降、特定健康診査等実施計画をもとに事業を進めており、様々な取

り組みを行ってきた。 

前期計画 

からの考察 

特定健康診査の受診率は３５．８％（令和４年度）と目標値（６０．0％）を下回っており、勧奨

方法を工夫するなどして受診率の向上を図る必要がある。 

特に４０代の若い世代の受診率が他の年代に比べて低いことが課題である。 

目 的 

メタボリックシンドローム及びそれに伴う各種生活習慣病の予防を目指した特定健康診査・

特定保健指導を進めるため、受診勧奨などの取り組みを行うことで、特定健康診査の受診率

の向上を図ることを目的とする。 

具体的 

内容 

[対象者]特定健康診査未受診者 

[方法] 

＜はがき勧奨＞ 

年齢や過去の健診受診履歴等により未受診者を分類し、対象者を選定し、対象者の特性に

合わせ作成した受診勧奨はがきを送付し、受診勧奨を実施する（年２回）。 

＜電話勧奨＞ 

未受診者に対して電話による受診勧奨を実施する（８月から１２月）。 

＜受診勧奨兼情報提供依頼通知＞ 

未受診者に受診勧奨通知兼情報提供依頼通知を送付する（年１回）。 

通知の表面には特定健康診査受診勧奨を、通知の裏面には情報提供依頼兼同意書を掲載

し、市の健診以外の健診を受診した者から健診結果の提供を受ける。 

＜インセンティブの付与＞ 

健診受診者に対し抽選で粗品を贈呈することで、健診受診の意欲向上につなげる。 

＜人間ドック等助成事業＞ 

人間ドック等助成事業を実施し、人間ドックを受検した者の結果を収集する。 

＜４０代への受診勧奨対策＞ 

４０代の受診率は年齢階層別で他の年代に比べ受診率が低く、生活習慣病の予防の観点か

ら若いうちに健診を受け、必要に応じて生活習慣の改善を促していくことが重要である。 

保健センターが実施している３０歳代健康診査未受診者勧奨において、４０歳からの特定健

康診査を周知し、若い年齢からの継続受診を促す。 

評価指標 
現状値 目標値 

R４ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ 

アウトカム 

特定健康診査

受診率★ 
３５．８％ 37．0％ 40．0％ 45．0％ 50．0％ 55．0％ 60．0％ 

４０代の特定健

康診査受診率 
２０．８% ２２．0% ２３．0% ２４．0% ２５．0% ２６．0% ２７．0% 

アウトプット 
勧奨率（通知・

電話） 
１００% １００% １００% １００% １００% １００% １００% 

プロセス 

（過程） 
受診勧奨者の把握 

ストラクチャー

（仕組み・体制） 

事業実施に係る予算の確保 

保険年金課、一般社団法人深谷寄居医師会 

★すべての都道府県で設定する指標 ☆地域の実情に応じて都道府県が設定した指標（埼玉県版） 
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２ 特定保健指導実施率向上事業    

背 景 

平成２０年度から、脳血管疾患、心臓病、腎不全等の生活習慣病の原因となるメタボリック

シンドロームを対象にした特定健康診査・特定保健指導（動機付け支援及び積極的支援）が保

険者に義務付けられている。特定保健指導は、特定健康診査の結果、特定保健指導が必要と

された者に対して、保健師等による指導を行い、メタボリックシンドロームの改善を図るもの

である。 

深谷市では平成３０年度から特定健康診査当日に特定保健指導（初回面談）を開始した。 

前期計画 

からの考察 

特定保健指導の指導完了者に対しては生活習慣の改善などの効果がみられたが、特定保

健指導の実施率は２２.４％（令和４年度）と目標値（６０％）を下回っている。効果的な勧奨方

法等について検討し、対象者を適切に特定保健指導に結び付け、特定保健指導の実施率の向

上を図る必要がある。 

目 的 

利用勧奨などの取組みを行うことで、特定保健指導の実施率の向上を図り、利用者の生活

習慣の改善を促し、被保険者全体のメタボリックシンドローム及び関連する生活習慣病を減

少させることを目的とする。 

具体的 

内容 

[対象者]特定保健指導未利用者 

[方法] 

<通知勧奨> 

特定保健指導対象者へ特定健康診査受診後およそ１～３か月後に特定保健指導利用案内

通知を送付し、利用を促す（７月から翌年３月）。 

＜電話勧奨＞ 

特定健康診査当日に特定保健指導の初回面談を受けていない者、また、通知勧奨者で特定

保健指導の予約をしていない者に対して、電話により特定保健指導の必要性等を説明し、

利用を促す（８月から翌年３月）。 

評価指標 
現状値 目標値 

R４ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ 

アウトカム 

特定保健指導

実施率★ 
２２．４％ 28．0% 34．0% 40．0% 46．0% 52．0% 60．0% 

特定保健指導

による特定保

健指導対象者

の減少率★☆ 

１５．６％ ２０．0% ２０．0% ２０．0% ２０．0% ２０．0% ２０．0% 

血圧が保健指

導判定値以上

の者の割合☆ 

５６．８% ５６．0% ５５．５% ５５．0% ５４．５% ５４．0% ５３．５% 

アウトプット 
勧奨率（通知・

電話） 
１００% １００% １００% １００% １００% １００% １００% 

プロセス 

（過程） 
利用勧奨の方法 

ストラクチャー 

(仕組み・体制) 

事業実施に係る予算の確保 

保険年金課、一般社団法人深谷寄居医師会 

★すべての都道府県で設定する指標 ☆地域の実情に応じて都道府県が設定した指標（埼玉県版） 
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３ 健診異常値放置者受診勧奨事業    

背 景 

高血圧、脂質異常症、糖尿病等を放置することで、脳血管疾患や心臓病等の循環器疾患を

発症する可能性が高まる。 

深谷市は循環器系疾患の割合が国・県と比較して高く、これらの疾患の可能性は特定健康

診査において早期に発見することができ、医療機関への受診や治療及び生活習慣の改善によ

り、重症化を防ぐことができる。 

前期計画 

からの考察 

対象者を特定し受診勧奨を行うことができたが、対象者が医療機関に結び付いていない。

通知内容を工夫し、医療機関受診率を向上させる必要がある。 

目 的 

特定健康診査の数値が判定値を超え医療機関の受診が必要な人に対して受診勧奨等を行

うことにより、医療機関への受診及び治療へ結びつけ、生活習慣病の有病率を低下させるこ

とを目的とする。 

具体的 

内容 

【対象者】  前年度の特定健康診査受診者のうち、血糖・血圧・脂質のいずれかの検査値が受

診勧奨判定値を超えている者 

【方 法】  医療機関受診勧奨通知を送付 

通知後のレセプトで医療機関への受診状況を確認 

【実施時期】  ７月から８月 

評価指標 
現状値 目標値 

R４ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ 

アウトカム 

勧奨者の医療

機関受診率 
１３．８% １５．0% １５．0% １５．0% １５．0% １５．0% １５．0% 

健診における

有所見者率 

（血糖・血圧・脂

質） 

７．３% ７．２％ ７．１％ ７．０％ ６．９％ ６．８％ ６．７％ 

アウトプット 
対象者への通

知率 
１００% １００% １００% １００% １００% １００% １００% 

プロセス 

（過程） 
勧奨後の受診状況の把握 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

事業実施に係る予算の確保 

保険年金課、委託業者 
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４ 生活習慣病治療中断者受診勧奨事業    

背 景 

高血圧、脂質異常症、糖尿病等を放置することで、脳血管疾患や心臓病等の循環器疾患を

発症する可能性が高まる。 

深谷市は循環器系疾患の割合が国・県と比較して高い。生活習慣病を発症しながら定期的

な治療を受けず、また継続的な服薬を中断することにより生活習慣病が進行し、重篤な疾病

を引き起こしている被保険者がいることが考えられる。 

前期計画 

からの考察 

生活習慣病治療中断者の減少率は目標値を大きく上回り達成した。通知内容を見直すなど

して引き続き医療機関受診率を向上させる必要がある。 

目 的 

生活習慣病を発症しながら定期的な治療を受けず、また継続的な服薬を中断している人に

対して受診勧奨等を行うことにより、医療機関への受診及び治療へ結びつけ、生活習慣病の

有病率を低下させることを目的とする。 

具体的 

内容 

【対象者】 ４０歳から７４歳までの被保険者で前年度のレセプトにおいて生活習慣病の定期受

診がある者のうち、受診を取りやめ治療を中断していると考えられる者 

【方 法】  医療機関受診勧奨通知を送付 

通知後のレセプトで医療機関への受診状況を確認 

【実施時期】 ７月から８月 

評価指標 
現状値 目標値 

R４ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ 

アウトカム 

勧奨者の医療機

関受診率 
５０．５% ５２．0% ５２．0% ５２．0% ５２．0% ５２．0% ５２．0% 

健診における

有所見者率（血

糖・血圧・脂質） 

７．3% ７．2％ ７．1％ ７．0％ 6.9％ ６．8％ ６．7％ 

アウトプット 対象者への通知率 １００% １００% １００% １００% １００% １００% １００% 

プロセス 

（過程） 
勧奨後の受診状況の把握 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

事業実施に係る予算の確保 

保険年金課、委託業者 
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５ 糖尿病性腎症重症化予防事業 

背 景 

糖尿病性腎症が重症化すると著しいＱＯＬ（生活の質）の低下や健康寿命の短縮をきたす。そ

のため国及び県は、糖尿病性腎症重症化予防の標準的な手順を作成し、その推進を図ってい

る。 

深谷市では平成２８年度から糖尿病性腎症重症化予防の取組を進めている。 

前期計画 

からの考察 

指導完了者の生活習慣改善率は８．0％、指導実施者の新規人工透析者は０％でそれぞれ目

を達成した。事業参加者が少ない状況にあるため、案内通知や周知に力を入れる必要がある。 

目 的 

糖尿病が重症化するリスクの高い未受診者を医療に結び付けるとともに、糖尿病性腎症で

治療中の患者のうち重症化するリスクの高い通院患者に対して保健指導を行い、高血糖者の

割合を減らすことで人工透析への移行を防止することを目的とする。  

具体的 

内容 

＜保健指導＞ 

【対象者】 レセプト及び健診データから糖尿病性腎症の病期が第２期・第３期及び第４期と思わ

れる通院患者のうち、生活指導プログラムへの参加について、本人及び市内かかり

つけ医の同意があった者 

【方  法】  参加案内を送付、参加申込の受付 

専門職による面談または電話による保健指導 

実施機関からの報告書の提出 

【実施時期】６月から翌年１月 

 

＜継続支援＞ 

【対象者】 保健指導を修了した者（修了後後期高齢者に移行した者も含む）のうち、本人の同意

のあった者 

【方 法】  生活指導終了から 3年間生活指導を実施する。 

 

＜受診勧奨＞ 

【対象者】 健診異常値放置者及び生活習慣病治療中断者受診勧奨対象者のうち通知送付後医

療機関への受診が確認できない者 

【方  法】 医療機関受診勧奨通知を送付（年１回） 

通知発送１か月後に電話にて受診の有無を本人に確認し受診を勧める 

評価指標 
現状値 目標値 

R４ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ 

アウトカム 

HbA １ c ８ ．

０％以上の割

合★ 

１．６% 減少 減少 減少 減少 減少 減少 

高血糖者（H

ｂ A1c6.5%

以上）の割合

☆ 

１２．5% 減少 減少 減少 減少 減少 減少 

HbA １ c ６ ．

５％以上かつ

糖尿病レセプ

トなしの者の

割合☆ 

23.3% 減少 減少 減少 減少 減少 減少 

アウトプット 
対象者への通

知率 
１００% 

１０

０% 
１００% １００% １００% １００% １００% 

プロセス 

（過程） 
参加者の属性等（検査値、腎症ステージ）の把握 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

事業実施に係る予算の確保 

保険年金課、委託業者 

コメントの追加 [KR50]: 1/24：P42の修正と合わせて

更新いたしました。 
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★すべての都道府県で設定する指標 ☆地域の実情に応じて都道府県が設定した指標（埼玉県版） 

 

６ 受診行動適正化指導事業 

背 景 

総医療費は減少傾向にあるが、一人当たりの医療費は増加傾向にある。そのため、適正服薬

や適正受診の促進は、医療費の適正化を図るうえで重要な取組となっている。このうち深谷市

では、令和２年度から適正服薬について事業を開始した。 

前期計画 

からの考察 

適正服薬については重複服薬者の指導完了者のうち、３４．２％の者に受診行動の改善が図

られ、医療費についても５７．0％の削減効果が見られた。対象者の選定方法や実施方法等を検

討しながら関係機関と連携し実施していく。 

目 的 
医療費適正化に向けて、重複服薬、多剤服薬者に対して適正服薬を、重複・頻回受診者に対

して適正受診を促し、受診行動の適正化を図ることを目的とする。 

具体的 

内容 

＜適正服薬の促進＞ 

【対象者】 

・重複服薬者：同一月内に同一薬効を持つ医薬品が複数の医療機関から処方されている状

態が直近の３か月のうち２回以上の者 

・多剤服薬者：医薬品の処方数が１５種類以上処方されている状態が直近３か月のうち２回以

上の者 

【方   法】  上記対象基準に該当する対象者に対して服薬状況の改善を促す通知を送付する（年

１回）。 

その後、レセプトを確認し、改善が見られない者に対して、電話等による指導を実施

する。 

【周  知】  国保加入時に被保険者へ配布しているガイドブック及び市ホームページに適正服薬

に関する情報を掲載する。 

<適正受診の促進> 

【対象者】 

・重複受診者：同一月内に同一疾病での受診医療機関が３か所以上受診している状態が３か

月以上連続している者 

・頻回受診者：同一月内に同一の医療機関の受診が１５回以上受診している状態が３か月以

上連続している者 

【方 法】  上記対象基準該当する対象者に対して医療機関への受診状況の改善を促す通知を

送付する（年１回）。 

その後、レセプトを確認し、改善が見られない者に対して、電話等による指導を実施

する。 

【周  知】  国保加入時に被保険者へ配布しているガイドブック及び市ホームページに適正受診

に関する情報を掲載する。 

 

  

コメントの追加 [浅野51]: 方法の下に実施者がありま

したが削除となります。（適正受診も同様です） 
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評価指標 
現状値 目標値 

R４ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ 

アウトカム 

通知後改善した

人の割合 

（重複服薬） 

７９．0％ ８０．0% ８０．0% ８０．0% ８０．0% ８０．0% ８０．0% 

通知後改善した

人の割合 

（多剤服薬） 

－ 実績値確認後、中間評価において目標値を設定 

通知後改善した

人の割合 

（重複受診） 

－ 実績値確認後、中間評価において目標値を設定 

通知後改善した

人の割合 

（頻回受診） 

－ 実績値確認後、中間評価において目標値を設定 

重複服薬者数 
（被保険者１万人当たり） ６２人 減少 減少 減少 減少 減少 減少 

多剤服薬者数 
（被保険者１万人当たり） １４人 減少 減少 減少 減少 減少 減少 

重複受診者数 
（被保険者１万人当たり） ６５４人 減少 減少 減少 減少 減少 減少 

頻回受診者数 
（被保険者１万人当たり） １５人 減少 減少 減少 減少 減少 減少 

アウトプット 

服薬指導実施者数 

（重複服薬） 
－ 実績値確認後、中間評価において目標値を設定 

服薬指導実施者数 

（多剤服薬） 
－ 実績値確認後、中間評価において目標値を設定 

受診指導実施者

数（重複受診） 
－ 実績値確認後、中間評価において目標値を設定 

受診指導実施者

数（頻回受診） 
－ 実績値確認後、中間評価において目標値を設定 

プロセス 

（過程） 
効果検証の実施 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

事業実施に係る予算の確保 

保険年金課、一般社団法人深谷寄居医師会、深谷市薬剤師会・埼玉県国民健康保険団体連合会 
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７ ジェネリック医薬品差額通知事業 

背 景 

国保では高齢化が進むにつれて、一人当たりの医療費も増加している。そのため、医療費の適

正化が課題となる。薬剤費の伸びを抑制するために後発医薬品（ジェネリック医薬品）の普及の

促進が行われている。 

深谷市ではジェネリック医薬品の利用向上のためにジェネリック医薬品差額通知の発送を行

っている。 

前期計画 

からの考察 

対象者へ年４回ジェネリック医薬品差額通知を送付するほか、「ジェネリック医薬品希望シー

ル」の送付や配布をすることで、ジェネリック医薬品の普及率は平成３０年度の７０．０％から７

９．２％へと向上しているが、目標値である８０％を下回っている。引き続き利用率向上を促して

いく必要がある。 

目 的 
医療費適正化を推進するため、ジェネリック医薬品差額通知及び普及啓発等の取り組みを通

じて、ジェネリック医薬品の利用を促進し、その利用率を向上させることを目的とする。 

具体的 

内容 

【対象者】   ジェネリック医薬品と代替可能な医薬品を利用している被保険者 

【方  法】  代替可能医薬品を利用している被保険者を抽出し、ジェネリック医薬品差額通知を送

付する（年４回）。 

通知発送後レセプト情報でジェネリック医薬品に切り替えた者の割合を確認する。 

【周   知】  毎年の保険証発送時にジェネリック医薬品希望シールを同封 

ジェネリック医薬品希望シールを窓口や市のイベント等で配布 

評価指標 
現状値 目標値 

R４ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ 

アウトカム 

ジェネリック

医薬品差額通

知後、切り替

えた割合 

１８．８％ ２０．0％ ２０．0％ ２０．0％ ２０．0％ ２０．0％ ２０．0％ 

ジェネリック

医薬品数量シ

ェア 

79.2% 80．５% ８1．０% ８1．５% ８2．０% ８2．５% ８3．０% 

アウトプット 
対象者への発

送数 
１,４０２通 実績値 実績値 実績値 実績値 実績値 実績値 

プロセス 

（過程） 
ジェネリック医薬品の使用状況（年齢別、薬品別等）の分析 

ストラクチャー

（仕組み・体制） 

事業実施に係る予算の確保 

保険年金課、埼玉県国民健康保険団体連合会 
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８ 各種がん検診   

背 景 

がん（悪性新生物）は、国の死因の第１位である。また、医療費の点においても大きな割合

を占めている。国や県では、がんの死亡率を減少させるためには、がん検診の受診率向上が

必要不可欠であるため、がん対策推進基本計画等によりがん検診を推進している。 

前期計画 

からの考察 

前期計画のがん検診受診率（目標値）は、国民生活基礎調査を基にがん対策推進基本計画

で定められている値としている。しかし、達成状況で示している受診率は市の実施したがん検

診受診者としている（職域等で受診した人は含まれていない）ため、受診率の考え方に違いが

あり目標値の考え方を見直す必要がある。 

目 的 
検診機会のない市民を対象に、がん（胃がん・肺がん・大腸がん・前立腺がん・子宮頸がん・

乳がん）検診を実施することで、がんを早期発見し早期治療に繋げることを目的とする。 

具体的 

内容 

種別 対象者 受診方法 

胃がん 
胃内視鏡検査 

偶数年齢になる５０歳以上 
個別 

胃部エックス線検査 集団 

肺がん 
胸部エックス線検査 ４０歳以上 集団 

喀痰検査 ４０歳以上（指示者のみ） 集団 

大腸がん  ４０歳以上 集団 

前立腺がん  ５０歳以上の男性 集団 

子宮頸がん  偶数年齢になる２０歳以上女性 集団・個別 

乳がん マンモグラフィ検査 偶数年齢になる４０歳以上女性 集団・個別 

評価指標 
現状値 目標値 

R４ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ 

アウトカム 

各種がん検

診平均受診

率 

１０．０% 向上 向上 向上 向上 向上 向上 

がん検診精

検受診率 
85．９% 

９０．

0% 

９０．

0% 

９０．

0% 

９０．

0% 

９０．

0% 

９０．

0% 

アウトプット 
対象者への

通知率 
－ １００% １００% １００% １００% １００% １００% 

プロセス 

（過程） 

胃・肺・大腸・前立腺・子宮頸・乳がん検診の実施 

広報、折込みチラシ配布、ホームページヘの掲載 

クーポン券の送付（子宮頸がん２０歳・乳がん４０歳） 

子宮頸・乳がん検診対象者（検診推奨年齢）へ受診券シール送付 

精検未受診者へ勧奨はがき等の送付 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

事業実施に係る予算の確保 

保健センター、一般社団法人深谷寄居医師会 

※胃がん、肺がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん  

コメントの追加 [KR52]: 1/24：1/23依頼にて修正 
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９ 健康教育事業 

背 景 
ライフスタイルが多様化するなか、個人のもつ健康課題も様々であり、個人に沿った健

康づくり支援を行う必要がある。 

前期計画 

からの考察 

自ら健康づくりに取組む市民を増やすために、ハイリスク及びポピュレーション健康教

育、運動実践事業等を実施してきた。 

事業の参加者数は増加しており、健康的な食生活に気をつけている市民の割合は８割

を超えるものの、普段の生活で運動や歩くことなどの健康づくりに取組んでいる市民の

割合は目標値に達していない。 

今後も、市全体で市民の健康づくりを支援する仕組みづくりが必要であり、併せてライ

フスタイルに応じた健康づくり事業を推進・強化する必要がある。 

目 的 
健康づくりに関する知識の普及・啓発を図り、ライフスタイルに応じた健康づくりを自ら

実践できる市民を増やす。 

具体的 

内容 

【対象者】    市民等 

【方  法】   ・ 健康に関する情報提供 

         ・ 各種健康教育の実施 

           運動実践講座、健康づくり・食育講座、健康づくり支援アプリを活用した 

食生活改善支援 等 

・ 健康づくり支援事業等 

  市健康マイレージ事業、健康づくり応援店登録事業 等 

評価指標 
現状値 目標値 

R４ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ 

アウトカム 

健康的な食

生活に気を

つけている

市民の割合 

８１．２% ８６．８% ８６．９% ８７．0% ８７．１% ８７．２% ８７．３% 

健康づくり

に取り組む

市民の割合 

５９．４% ６８．６% ７０．１% ７１．６% ７３．１% ７４．６% ７６．１% 

アウトプット 
事業の開催

数 
２２５回 実績値 実績値 実績値 実績値 実績値 実績値 

プロセス 

（過程） 
広報、ホームページ等への掲載、ポスター・チラシの配付等 

ストラクチャー

（仕組み・体制） 

事業実施に係る予算の確保 

保健センター、一般社団法人深谷寄居医師会、アクアパラダイスパティオ、深谷ビッグター

トル、市内商店・事業所 
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１０ 減塩健康教育 

背 景 
適正な塩分摂取は、生活習慣病予防を推進するための市の健康課題であり、減塩について

の正しい知識の普及・啓発を図り、実践に繋げるための取組みは不可欠である。 

前期計画 

からの考察 

地域の団体、学校保健委員会などを対象に様々な世代に対し、味覚体験を取り入れた体験型

講座を実施してきた。減塩は全ての世代に必要であるが、今後は子育て世代や働き盛り世代へ

の拡充を図っていくために、講座の継続と食環境づくりを実施していくことが必要である。 

目 的 
高血圧等の生活習慣病の予防・改善のため、減塩についての体験型講座などを開催すること

により、減塩について正しい知識をもち実践できる市民を増やす。 

具体的 

内容 

【対象者】  市民等 

【方  法】   健康づくりイベント、まごころ出張講座、ふれあい・いきいきサロン応援隊等におい

て体験型減塩教育を実施し、受講者に「深谷市塩マスター認定証」を交付する。 

【周 知】   市内公立幼稚園・小学校・中学校に向けて減塩健康教育についての説明を実施（年

１回）。 

        地域の各団体へ事業の説明を実施。 

評価指標 
現状値 目標値 

R４ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ 

アウトカム 

深谷市塩マスター

認定証交付者の増

加（講座参加者数） 

１０８人 向上 向上 ２００人 向上 向上 ３２０人 

アウトプット 事業の開催数 ６回 ６回 ６回 ６回 ６回 ６回 ６回 

プロセス 

（過程） 

公立幼稚園、小・中学校への周知、まごころ出張講座の登録、社会福祉協議会への講座登録、地

域の各団体への事業周知、健康づくりイベント等の活用、健康づくり応援店との協働 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

事業実施に係る予算の確保 

保健センター、健康づくり応援店等の関係機関 
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１ １  地 域 包 括 ケ ア 及 び 高 齢 者 の 保 健 事 業 と 介 護 予 防 の 一 体 的 実 施 に 関 す る 取 組 み  

背 景 

高齢化が進み、人生１００年時代と言われる中、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし

続けられるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が包括的に確保される体制（地域包括

ケアシステム）を構築し推進している。 

 また、健康寿命の延伸をめざし、高齢者の生活習慣病予防や重症化予防のための保健事

業とフレイル状態に陥らないための介護予防を一体的に実施することが必要となっている。 

前期計画 

からの考察 

介護部局が中心となり地域包括ケアシステムを推進しているが、今後は国保部局として参

画するとともに、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施についても取り組む必要が

ある。 

目 的 

関係部局・関係機関と連携し、高齢者のフレイル予防、生活習慣病予防や重症化予防を行

うことにより、地域包括システムの推進及び高齢者の健康保持・増進を図ることを目的とす

る。 

具体的 

内容 

国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険データ等の総合的な分析をし、地域包括ケアシ

ステムの推進や高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を進める。 

 

【地域包括ケアシステムの推進】 

・大里広域市町村圏組合（深谷市）地域ケア推進会議等に国保部局として参画し、ＫＤＢ等を

活用したデータを提供し、地域の課題を共有し対応策を検討する。 

【フレイル予防の普及啓発】 

・介護部門と事業の企画段階から連携し、後期高齢者だけでなく前期高齢者（６５歳から７４

歳）の対象者にフレイル予防講座を実施する。 

【適正服薬・適正受診の促進】 

・前期高齢者に対し、適正服薬・適正受診を促進し、受診行動の適正化を図る。対象や実施方

法等は、受診行動適正化指導事業（P．５４）を参照。 

【糖尿病性腎症重症化予防】 

・前期高齢者に対し、糖尿病性腎症重症化予防事業を実施する。対象や実施方法等は、糖尿

病性腎症重症化予防事業（P．５３）を参照 

【健康状態不明者対策】 

・前期高齢者のうち、健康状態不明者等へのアウトリーチ支援を実施する。 

評価指標 
現状値 目標値 

R４ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ 

アウトカム 
７５歳以上の要介

護・要支援認定率 
２８．１％ 維持 維持 維持 維持 維持 維持 

アウトプット 事業開始後実績をもとに指標及び目標値を設定する 

プロセス 

（過程） 

・大里広域市町村圏組合（深谷市）地域ケア推進会議に国保部局として参画、地域の課題を

共有、対応策を検討 

・国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険データ等の総合的な分析を実施 

ストラクチャー

（仕組み・体制） 

・専門職の確保 

・他部門との連携 
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第７章  

個別の保健事業及びデータヘルス計画（保健事業全体）の評価・見直し 
個別の保健事業は、毎年度計画策定時に設定した保健事業毎の評価指標に基づき、事業の効果や目標

の達成状況を評価します。その結果から必要に応じて計画を見直します。 

データヘルス計画の評価については、特定健康診査の結果、レセプト、KDBシステム等を活用して行う

とともに、計画３年目に中間評価を実施します。目標の達成状況が想定に達していない場合は、達成でき

なかった原因や事業の必要性等を検討し、データヘルス計画の見直しを実施します。最終評価については、

計画６年目に実施します。 

さらに、事業運営の健全化を図る観点から、毎年度、深谷市国民健康保険運営協議会へ計画の進捗状

況を報告します。 

 

第８章 計画の公表・周知 

本計画は、広報及びホームページ等を通じて公表します。また、関係団体等を通じて、特定健康診査を

はじめとする保健事業の周知を図っていきます。  

 

第９章 個人情報の取扱い 

１ 基本的な考え方 
個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及びこれに基づくガイドライン等を踏ま

えた対応を基本とします。 

また、効果的な保健事業を実施する観点から、対象者の利益を最大限に保障するため、個人情報の保

護に十分配慮しつつ、保有している情報を有効に利用します。 

 

２ 具体的な方法 
個人情報の取扱いに関しては、「深谷市個人情報保護法施行条例」に基づき行います。 

また、保健事業を外部に委託する際は、個人情報の管理方法、目的外使用の禁止等を契約書に定める

とともに、委託先の履行状況を管理します。 

 

３ 特定健康診査・特定保健指導に係る情報等の保管及び管理 
特定健康診査結果データ、レセプトデータ等は、埼玉県国民健康保険団体連合会が原則５年間、保管と

管理を行います。 

  

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

      

 
中間評価 最終評価 
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【資料集】データヘルス計画 個別保健事業 評価シート 

事業名 特定健康診査受診勧奨事業 

１．事業の概要 

背 景 

平成２０年度から、脳血管疾患、心臓病、腎不全等の生活習慣病の原因となるメタボリック

シンドロームを対象にした特定健康診査・特定保健指導が保険者に義務付けられている。 

深谷市では制度開始以降、特定健康診査等実施計画を基に進めており、様々な取り組みを

行ってきた。しかしながら、受診率は３５．８％（令和４年度）と目標値（６０．0％）を下回ってお

り、さらに受診率の向上を図る必要がある。 

目 的 特定健康診査の受診率向上  

具体的内容 

【対象者】    ４０歳から７４歳までの被保険者   

【方  法】     対象者に特定健康診査受診券と受診案内を送付   

     特定健康診査の実施   

【実施時期】   ６月から翌年２月   

【周  知】     国保加入時に配布するガイドブック、市ホームページ及び広報ふかやに特定健

康診査に関する情報を掲載。ポスターを市内公共施設及び市内医療機関等に

掲示 

評価指標 

目標値 

指標 目標値 

アウトプット(実績) 対象者への通知率 １００％ 

アウトカム（成果） 
短期 特定健康診査受診率 ５．0％増加 

中長期 特定健康診査受診率 ６０．0％ 

プロセス（過程） 健診医療機関との連携 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

事業実施に係る予算の確保 

保険年金課、深谷寄居医師会 

 

２．年度ごとの経緯 

年度 取組状況（変更点など） 評 価 

平成３０年度 

広報等による特定健康診査の周知 

対象者に特定健康診査受診券と受診案内を送付 

特定健康診査の実施（集団） 

特定健康診査の予約開始１か月前まで

に受診券及び案内通知を発送することが

できた。また、対象者への周知が図れた。 

令和元年度 

広報等による特定健康診査の周知 

対象者に特定健康診査受診券と受診案内を送付 

特定健康診査の実施（集団） 

特定健康診査の予約開始１か月前まで

に受診券及び案内通知を発送することが

できた。また、対象者への周知が図れた。 

令和２年度 

広報等による特定健康診査の周知 

対象者に特定健康診査受診券と受診案内を送付 

特定健康診査の実施（集団） 

新型コロナウイルス感染拡大を考慮し、

感染対策を行いながら適切に実施でき

た。 

令和３年度 

個別医療機関での特定健康診査を開始 

広報等による特定健康診査の周知 

対象者に特定健康診査受診券と受診案内を送付 

特定健康診査の実施（集団・個別） 

個別健診を実施することで受診機会の

拡大を図ることができた。 

令和４年度 

広報等による特定健康診査の周知 

対象者に特定健康診査受診券と受診案内を送付 

特定健康診査の実施（集団・個別） 

個別健診実施医療機関数が４医療機関

から１０医療機関に増え、さらに受診機会

の拡大を図ることができた。 

 

 

 



資料集 

63 
 

 

 

３．評価と見直し・改善案 

 評価指標 経年変化 
指評 

判定＊ 

アウトプット 

アウトカム 

評価 

対象者へ

の通知率 

年 度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

A 目標値 １００% １００% １００% １００% １００% 

実績値 １００% １００% １００% １００% １００% 

（短期） 

特定健康

診査受診

率  

年 度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

Ｃ 目標値 ５．0%増加 ５．0%増加 ５．0%増加 ５．0%増加 ５．0%増加 

実績値 ０．６％増加 ０．５％減少 ８．６％減少 ５．７％増加 ２．５％増加 

（中長期） 

特定健康

診査受診

率  

年 度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

Ｃ 目標値 ６０．0％ ６０．0％ ６０．0％ ６０．0％ ６０．0％ 

実績値 ３６．７％ ３６．２％ ２７．６％ ３３．３％ ３５．８％ 

事業全体の

評価 

Ａ うまくいった、Ｂ ある程度うまくいった、Ｃ あまりうまくいかなかった、 

Ｄ まったくうまくいかなかった、Ｅ わからない 

評価の 

まとめ 

４０歳以上の被保険者に対し特定健康診査受診券と受診案内を個別に送付するほか、広報やホ

ームページ等で特定健診に関する情報を掲載するなどして受診勧奨を行った。また、特定健診は

集団健診のみの実施であったが、令和３年度から個別健診を開始し、受診しやすい環境を整える

ことで、受診率の向上を図ってきた。 

受診率は、新型コロナウイルス感染症感染拡大による受診控えの影響により令和２年度に一時

低下したものの、令和３年度以降は回復しつつあるが、令和４年度の受診率は３５．８％となってお

り目標値の６０．0％を下回っている状況である。 

 引き続き受診率の向上を図っていくため、勧奨方法等を工夫する必要がある。特に４０代の若い

世代の受診率は他の年代に比べ低いことから、若い世代を対象にした効果的な勧奨を行っていく

必要がある。 

 

継続等に 

ついて 
このまま継続  ・  多少の見直し必要   ・ 大幅な見直し必要  ・  継続要検討 

見直し 

改善の案 

インセンティブの付与や４０代への受診勧奨対策など、受診勧奨の取り組みの強化及びＳＮＳな

どの媒体を利用した周知を図る。 

＊判定の例：Ａ 目標を達成、Ｂ 目標は達成できなかったが、目標に近い成果あり、 

Ｃ 目標は達成できなかったが、ある程度の効果あり、Ｄ 効果があるとは言えない、Ｅ 評価困難 
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事業名 特定保健指導事業 

 

１．事業の概要 

背 景 

平成２０年度から、脳血管疾患、心臓病、腎不全等の生活習慣病の原因となるメタボリックシ

ンドロームを対象にした特定健康診査・特定保健指導（動機付け支援及び積極的支援）が保険者

に義務付けられている。特定保健指導は、特定健康診査の結果、特定保健指導が必要とされた

者に対して、保健師等による指導を行い、メタボリックシンドロームの改善を図るものである。 

深谷市では平成３０年度から特定健康診査当日に特定保健指導（初回面談）を開始した。 

目 的 生活習慣病該当者及び予備軍の減少 

具体的内容 

【対象者】     特定健康診査の結果において、特定保健指導の数値に該当した者 

【方 法】    対象者に案内通知を送付 

特定保健指導の実施 

【実施時期】   ６月から翌年３月 

【周  知】    国保加入時に配布するガイドブック、市ホームページ及び広報ふかやに特定保健

指導に関する情報を掲載 

評価指標 

目標値 

指標 目標値 

アウトプット(実績) 対象者への通知率 １００％ 

アウトカム（成果） 
短期 指導完了者の生活習慣改善率 ５．0％ 

中長期 動機付け支援及び積極的支援対象者 ２５．0％減少 

プロセス（過程） 利用勧奨の方法 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

事業実施に係る予算の確保 

保険年金課、一般社団法人深谷寄居医師会 

 

２．年度ごとの経緯 

年度 取組状況（変更点など） 評 価 

平成３０年度 

対象者に特定保健指導案内通知を送付 

特定保健指導の実施 

※特定健康診査当日に特定保健指導（初回

面談）を開始 

対象者へ案内通知を適切に送付できた。 

特定健康診査当日に特定保健指導（初回面

談）を開始し実施率の向上を図ることができ

た。 

令和元年度 
対象者に特定保健指導案内通知を送付 

特定保健指導の実施 

対象者へ案内通知を適切に送付できた。 

特定保健指導を適切に実施できた。 

令和２年度 
対象者に特定保健指導案内通知を送付 

特定保健指導の実施 

対象者へ案内通知を適切に送付できた。 

新型コロナウイルス感染拡大を考慮し、感

染対策を行いながら適切に実施できた。 

令和３年度 
対象者に特定保健指導案内通知を送付 

特定保健指導の実施 

対象者へ案内通知を適切に送付できた。 

特定保健指導を適切に実施できた。 

令和４年度 
対象者に特定保健指導案内通知を送付 

特定保健指導の実施 

対象者へ案内通知を適切に送付できた。 

特定保健指導を適切に実施できた。 
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３．評価と見直し・改善案 

 
評価指

標 
経年変化 

指評 

判定* 

アウトプット 

アウトカム 

評価 

対 象 者

へ の 通

知率 

年度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

A 目標値 １００% １００% １００% １００% １００% 

実績値 １００% １００% １００% １００% １００% 

（短期） 

指 導 完

了 者 の

生 活 習

慣 改 善

率 

年度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

Ａ 

目標値 ５．0% ５．0% ５．0% ５．0% ５．0% 

実績値 ８．２% ７．0% -３．２% １０．５% ９．４% 

（中長期） 

動 機 付

け 支 援

及 び 積

極 的 支

援 対 象

者 

年度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

Ｃ 

目標値 25．０％減少 25．０％減少 25．０％減少 25．０％減少 25．０％減少 

実績値 

動機付け支援 

積極的支援 

 

 

３．７％ 

１０．１％ 

 

３．４％ 

９．６％ 

 

２．９％ 

８．８％ 

 

３．１％ 

９．３％ 

 

３．２％ 

９．９％ 
（5.1％減少） 

事業全体

の評価 

Ａ うまくいった、Ｂ ある程度うまくいった、Ｃ あまりうまくいかなかった、 

Ｄ まったくうまくいかなかった、Ｅ わからない 

評価の 

まとめ 

特定健康診査の結果から対象者を特定し、特定保健指導の案内通知を個別に送付するほか、広

報やホームページ等で特定保健指導に関する情報を掲載するなどして利用勧奨を行った。また、平

成３０年度から特定健康診査当日に特定保健指導の初回面談を実施することで、実施率の向上を

図ってきた。 

その結果、特定保健指導の実施率が向上し、指導完了者については、生活習慣の改善（令和４年

度は目標値５．0％に対し９．４％改善）などの効果が見られた。しかしながら、指導対象者を減少さ

せることについては、目標を達成することはできなかった。 

対象者を適切に保健指導に結び付け、健康意識の向上を図るとともに生活習慣改善に向けた行

動変容を促していく必要がある。 

継続等に 

ついて 
このまま継続  ・  多少の見直し必要   ・ 大な見直し必要  ・  継続要検討 

見直し 

改善の案 

対象者が適切に特定保健指導に結びつくよう働きかけを行うほか、対象者への通知内容などを

工夫する。 

＊判定の例：Ａ 目標を達成、Ｂ 目標は達成できなかったが、目標に近い成果あり、 

Ｃ 目標は達成できなかったが、ある程度の効果あり、Ｄ 効果があるとは言えない、Ｅ 評価困難 

  

コメントの追加 [浅野53]: 数値の位置調整してくださ

い 

コメントの追加 [KR54R53]: 1/24：調整してみました

が、いかがでしょうか。問題なければ P71、P73、P77

を同様に修正いたします。 
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事業名 特定健康診査未受診者対策事業 

 

１．事業の概要 

背 景 

平成２０年度から、脳血管疾患、心臓病、腎不全等の生活習慣病の原因となるメタボリックシ

ンドロームを対象にした特定健康診査・特定保健指導が保険者に義務付けられている。 

深谷市では制度開始以降、特定健康診査等実施計画をもとに事業を進めており、様々な取り

組みを行ってきた。 

目 的 特定健康診査の受診率向上、周知 

具体的内容 

【対象者】  特定健康診査未受診者 

【方  法】 はがきによる受診勧奨：年齢や過去の健診受診履歴等により未受診者を分類し、対象

者を選定し、対象者の特性に合わせ作成した受診勧奨通知を送付 

電話による受診勧奨 

受診勧奨兼情報提供依頼通知の送付 

【実施時期】 ８月から１２月 

評価指標 

目標値 

指標 目標値 

アウトプット(実績) 
勧奨対象者への通知率 １００％ 

勧奨対象者への架電率 ８０．0％ 

アウトカム（成果） 
短期 

勧奨対象者の特定健康診査受診率（通知）  ２０．0% 

勧奨対象者の特定健康診査受診率（電話） ２５．0% 

中長期 特定健康診査受診率 ６０．0％ 

プロセス（過程） 受診勧奨者の把握 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

事業実施に係る予算の確保 

保険年金課 

 

２．年度ごとの経緯 

年度 取組状況（変更点など） 評 価 

平成３０年度 

対象者に受診勧奨通知を送付 

対象者に電話による受診勧奨 

対象者に受診勧奨兼情報提供依頼通知を送付 

適切に受診勧奨を実施することができた。 

電話勧奨による受診率は２６．９％で目標値

を達成することができた。 

令和元年度 

対象者に受診勧奨通知を送付 

対象者に電話による受診勧奨 

対象者に受診勧奨兼情報提供依頼通知を送付 

適切に受診勧奨を実施することができたが

勧奨による未受診者の受診率、全体の受診率

ともに目標を達成することはできなかった。 

令和２年度 

対象者に受診勧奨通知を送付 

対象者に電話による受診勧奨 

対象者に受診勧奨兼情報提供依頼通知を送付 

新型コロナウイルス感染拡大を考慮し、電話

勧奨を実施しなかった。 

全体の受診率も、受診控えにより例年より低

くなった。 

令和３年度 

対象者に受診勧奨通知を送付 

対象者に電話による受診勧奨 

対象者に受診勧奨兼情報提供依頼通知を送付 

適切に受診勧奨を実施することができたが

勧奨による未受診者の受診率、全体の受診率

ともに目標値を達成することはできなかった。 

令和４年度 

対象者に受診勧奨通知を送付 

対象者に電話による受診勧奨 

対象者に受診勧奨兼情報提供依頼通知を送付 

適切に受診勧奨を実施することができたが

勧奨による未受診者の受診率、全体の受診率

ともに目標値を達成することはできなかった。 
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３．評価と見直し・改善案 

 評価指標 経年変化 
指評 

判定＊ 

アウトプット 

アウトカム 

評価 

勧奨対象者

への通知率 

年 度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

A 目標値 １００% １００% １００% １００% １００% 

実績値 １００% １００% １００% １００% １００% 

勧奨対象者

への架電率 

年 度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

Ｂ 目標値 ８０．0% ８０．0% ８０．0% ８０．0% ８０．0% 

実績値 ７７．９% ８１．７% － ８２．４% ７７．５% 

（短期） 

勧奨対象者

の特定健康

診査受診率

（通知） 

年 度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

D 
目標値 ２０．0% ２０．0% ２０．0% ２０．0% ２０．0% 

実績値 １６．４% ５．５% ４．４% １３．８% ９．１% 

（短期） 

勧奨対象者

の特定健康

診査受診率

（電話） 

年 度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

B 
目標値 ２５．0% ２５．0% ２５．0% ２５．0% ２５．0% 

実績値 ２６．９% ２１．２% － ２０．４% ２３．８% 

（中長期） 

特定健康診

査受診率 

年 度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

Ｃ 目標値 ６０．0% ６０．0% ６０．0% ６０．0% ６０．0% 

実績値 ３６．７% ３６．２% ２７．６% ３３．３% ３５．８% 

プロセス

（過程） 

評価 

年齢や過去の受診履歴等未受診者の状況を把握することで特性に合わせた受診勧奨通知を作

成することができた。 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

評価 

予算を確保し事業を適切に実施できた。 

事業全体の 

評価 

Ａ うまくいった、Ｂ ある程度うまくいった、Ｃ あまりうまくいかなかった、 

Ｄ まったくうまくいかなかった、Ｅ わからない 

評価の 

まとめ 

特定健康診査未受診者に対しては、未受診者を年齢や過去の健診受診履歴などにより分類し、

その特性に合わせた受診勧奨通知による受診勧奨ほか、電話による受診勧奨を行ってきた。 

その結果、通知による受診勧奨については、対象者のうち特定健康診査を受診した者の割合は

目標値２０．0％に対し９．１％（令和４年度）と低い結果となった。また、電話による受診勧奨につい

ては、対象者のうち特定健康診査を受診した者の割合は目標値２５．0％に対し２３．８％（令和４年

度）とわずかに目標を達成することができなかった。 

未受診者に対しては、通知または電話による受診勧奨を行うほか、令和３年度から個別医療機

関による特定健診を開始し、健診を受診しやすい環境を整えることで、受診率の向上を図ってきた

が、特定健診の受診率は目標値６０．0％に対し、３５．８％（令和４年度）という結果であった。 

未受診者の状況を把握・分析するとともに、より効果的な勧奨方法を検討し、特定健康診査の受

診率向上を図っていく必要がある。 

継続等に 

ついて 
このまま継続  ・  多少の見直し必要   ・ 大幅な見直し必要  ・  継続要検討 

見直し 

改善の案 
未受診者の状況分析を行い、受診勧奨方法について効果的な方法を検討する。 

＊判定の例：Ａ 目標を達成、Ｂ 目標は達成できなかったが、目標に近い成果あり、 

Ｃ 目標は達成できなかったが、ある程度の効果あり、Ｄ 効果があるとは言えない、Ｅ 評価困難 
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事業名 特定保健指導未利用者対策事業 

 

１．事業の概要 

背 景 

平成２０年度から、脳血管疾患、心臓病、腎不全等の生活習慣病の原因となるメタボリックシ

ンドロームを対象にした特定健康診査・特定保健指導（動機付け支援及び積極的支援）が保険

者に義務付けられている。特定保健指導は、特定健康診査の結果、特定保健指導が必要とされ

た者に対して、保健師等による指導を行い、メタボリックシンドロームの改善を図るものであ

る。 

深谷市では平成３０年度から特定健康診査当日に特定保健指導（初回面談）を開始した。 

目 的 特定保健指導の実施率向上、周知 

具体的内容 

【対象者】   保健指導未利用者 

【方  法】     通知または電話による利用勧奨 

【実施時期】 ６月から翌年３月 

評価指標 

目標値 

指標 目標値 

アウトプット(実績) 
勧奨対象者への通知率 １００％ 

勧奨対象者への架電率 ８０．0％ 

アウトカム（成果） 
短期 

勧奨対象者の特定保健指導実施率（通知） ２５．0％ 

勧奨対象者の特定保健指導実施率（電話） ５０．0％ 

中長期 特定保健指導実施率 ６０．0％ 

プロセス（過程） 通知または電話による利用勧奨 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

事業実施に係る予算確保 

保険年金課、一般社団法人深谷寄居医師会団体連合会 

２．年度ごとの経緯 

年度 取組状況（変更点など） 評 価 

平成３０年度 
対象者に案内通知を送付 

対象者に電話による利用勧奨 

適切に利用勧奨を実施することができた。 

通知対象者の特定保健指導の実施率は２０．７％で

目標値２５．0％を下回った。また、全体の実施率につ

いても２０．９％と目標値を達成することができなかっ

た。 

令和元年度 
対象者に案内通知を送付 

対象者に電話による利用勧奨 

適切に利用勧奨を実施することができた。 

全体の実施率は２４．２％で目標値を達成すること

はできなかったが、特定健康診査当日に特定保健指導

を実施したことにより実施率が向上した。 

令和２年度 
対象者に案内通知を送付 

対象者に電話による利用勧奨 

適切に利用勧奨を実施することができた。 

通知対象者の特定保健指導の実施率は２５．２％で

目標値２４．９％を上回った。 

令和３年度 
対象者に案内通知を送付 

対象者に電話による利用勧奨 

適切に利用勧奨を実施することができた。 

通知対象者の特定保健指導の実施率は２５．４％で

目標値２６．0％を上回った。 

令和４年度 
対象者に案内通知を送付 

対象者に電話による利用勧奨 

適切に利用勧奨を実施することができた。 

通知対象者の特定保健指導の実施率は２２．８％で

目標値２５．0％を下回った。また、全体の実施率につ

いても２２．４％と目標値を達成することができなかっ

た。 

 

 

 

コメントの追加 [KR55]: 1/24：1年度数値がずれてい

ると思われますので修正いたしました。 

 H30 6.9%→20.9% 

 R1 20.9%→24.2% 

 R2 25.0%→24.9% 

 R3 25.4%→26.0% 
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３．評価と見直し・改善案 

 評価指標 経年変化 
指評 

判定＊ 

アウトプット 

アウトカム 

評価 

勧奨対象者への

通知率 

年度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

A 目標値 １００% １００% １００% １００% １００% 

実績値 １００% １００% １００% １００% １００% 

勧奨対象者への

架電率 

年度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

A 目標値 ８０．0% ８０．0% ８０．0% ８０．0% ８０．0% 

実績値 ７５．0% ７３．0% ７２．0% ７３．0% ７６．0% 

（短期） 

勧奨対象者の特

定保健指導実施

率（通知） 

年度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

B 目標値 ２５．0% ２５．0% ２５．0% ２５．0% ２５．0% 

実績値 ２０．７% ２３．６% ２５．２% ２５．４% ２２．８% 

（短期） 

勧奨対象者の特

定保健指導実施

率（電話） 

年度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

C 目標値 ５０．0% ５０．0% ５０．0% ５０．0% ５０．0% 

実績値 ７．２% ６．６% ７．０% ６．２% ５．７% 

（中長期） 

特定保健指導実

施率 

年度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

B 目標値 ６０．0% ６０．0% ６０．0% ６０．0% ６０．0% 

実績値 ２０．９% ２４．２% ２４．９% ２６．０% ２２．４% 

プロセス 

（過程）評価 
対象者へ利用勧奨を適切に実施することができた。 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

評価 
予算を確保し事業を適切に実施できた。 

事業全体の 

評価 

Ａ うまくいった、Ｂ ある程度うまくいった、Ｃ あまりうまくいかなかった、 

Ｄ まったくうまくいかなかった、Ｅ わからない 

評価の 

まとめ 

特定保健指導未利用者に対して、案内通知を作成し勧奨を行うほか、電話により保健指導

の必要性などを過去の健診データを用いながら説明し、利用を促してきた。 

その結果、通知による利用勧奨については、対象者のうち特定保健指導を利用した者の

割合は目標値２５．0％に対し２２．８％（令和４年度）であった。また、電話による利用勧奨に

ついては、対象者のうち特定保健指導を利用した者の割合は目標値５０．0％に対し５．７％

（令和４年度）と低い結果となった。 

未受診者に対しては、通知または電話による利用勧奨を行うほか、平成３０年度から特定

健康診査当日に特定保健指導の初回面談を実施することで、大幅に実施率の向上（６．９％

（平成２９年度）から２２．４％（令和４年度）へ向上）を図ることができたが、目標値６０．0％

に対し、２２．４％という結果であった。 

未利用者の状況を把握・分析するとともに、より効果的な勧奨方法を検討し、特定保健指

導の実施率向上を図っていく必要がある。 

継続等に 

ついて 
このまま継続  ・  多少の見直し必要   ・ 大幅な見直し必要  ・  継続要検討 

見直し 

改善の案 
電話勧奨における体制や、説明内容を見直すなど効果的な勧奨方法を検討していく。 

＊判定の例：Ａ 目標を達成、Ｂ 目標は達成できなかったが、目標に近い成果あり、 

Ｃ 目標は達成できなかったが、ある程度の効果あり、Ｄ 効果があるとは言えない、Ｅ 評価困難 
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事業名 健診異常値放置者受診勧奨事業 

 

１．事業の概要 

背 景 

高血圧、脂質異常症、糖尿病等を放置することで、脳血管疾患や心臓病等の循環器疾患を発

症する可能性が高まる。 

深谷市は循環器系疾患の割合が国・県と比較して高く、これらの疾患の可能性は特定健康診

査において早期に発見することができ、医療機関への受診や治療及び生活習慣の改善により、

重症化を防ぐことができる。 

目 的 健診異常値を放置している対象者の医療機関受診 

具体的内容 

【対象者】  前年度の特定健康診査受診者のうち、血糖・血圧・脂質のいずれかの検査値が受診

勧奨判定値を超えている者 

【方  法】   医療機関受診勧奨通知を送付 

通知後のレセプトで医療機関への受診状況を確認 

【実施時期】  ７月から８月 

評価指標 

目標値 

 指標 目標値 

アウトプット（実績） 対象者への通知率 １００％ 

アウトカム（成果） 
短期  対象者の医療機関受診率 ３０．0％ 

中長期  健診異常値放置者 １０．0％減少 

プロセス（過程） 勧奨後の受診状況の把握 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

事業実施に係る予算確保 

保険年金課、委託業者 

 

２．年度ごとの経緯 

年度 取組状況（変更点など） 評 価 

平成３０年度 

事業開始 

対象者に医療機関受診勧奨通知を送付 

対象者の医療機関受診状況を確認 

適切に事業を実施することができたが、対象者

の医療機関受診率は２０．９％で目標値を達成す

ることができなかった。 

令和元年度 
対象者に医療機関受診勧奨通知を送付 

対象者の医療機関受診状況を確認 

適切に事業を実施することができたが、対象者

の医療機関受診率は１３．９％で目標値を達成する

ことができなかった。 

令和２年度 
対象者に医療機関受診勧奨通知を送付 

対象者の医療機関受診状況を確認 

適切に事業を実施することができたが、対象者

の医療機関受診率は１３．0％で目標値を達成する

ことができなかった。 

令和３年度 
対象者に医療機関受診勧奨通知を送付 

対象者の医療機関受診状況を確認 

適切に事業を実施することができたが、対象者

の医療機関受診率は１４．３％で目標値を達成する

ことができなかった。異常値放置者は新型コロナ

ウイルス感染拡大による特定健康診査の受診控え

の影響により３３．８％減少し目標を達成した。 

令和４年度 
対象者に医療機関受診勧奨通知を送付 

対象者の医療機関受診状況を確認 

適切に事業を実施することができたが、対象者

の医療機関受診率は１３．８％で目標値を達成する

ことができなかった。健診異常値放置者は７．７％

減少したが、目標値を達成できなかった。 
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３．評価と見直し・改善案 

 評価指標 経年変化 
指評 

判定＊ 

アウトプット 

アウトカム 

評価 

対象者への

通知率 

年 度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

A 目標値 １００% １００% １００% １００% １００% 

実績値 １００% １００% １００% １００% １００% 

（短期） 

対象者の医

療機関受診

率 

年 度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

C 目標値 ３０．0% ３０．0% ３０．0% ３０．0% ３０．0% 

実績値 ２０．９% １３．９% １３．0% １４．３% １３．８% 

（中長期） 

健診異常値

放置者 

年 度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

Ｂ 目標値 １０．0％減少 １０．0％減少 １０．0％減少 １０．0％減少 １０．0％減少 

実績値 ５３３人 ５６１人 ５２２人 ３５３人 
４９２人 

（７．７％減少） 

プロセス 

（過程） 

評価 

対象者への通知勧奨は適切に実施できた。 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

評価 

関係機関への説明及び予算を確保したことで事業を適切に実施できた。 

事業全体の 

評価 

Ａ うまくいった、Ｂ ある程度うまくいった、Ｃ あまりうまくいかなかった、 

Ｄ まったくうまくいかなかった、Ｅ わからない 

評価の 

まとめ 

前年度の特定健康診査のデータから対象者を特定し、医療機関受診勧奨通知を作成し医療

機関への受診を促した。 

その結果、通知対象者のうち医療機関を受診した者の割合は目標値３０．0％に対し１３．８％

（令和４年度）であった。また、健診異常値放置者を減らすことについても、目標値を達成するこ

とができなかった。しかしながら、通知対象者の医療機関受診率は事業開始後毎年度１３．0％

程度を推移しており、一定の効果はあったと考えられる。 

多くの対象者が医療機関を受診し、健診異常値放置者が減らせるよう効果的な勧奨方法につ

いて検討する必要がある。 

継続等に 

ついて 
このまま継続  ・  多少の見直し必要   ・ 大幅な見直し必要  ・  継続要検討 

見直し 

改善の案 

特定健康診査で健康状態を確認し、医療機関において早期の治療を行うことの必要性を周

知できるよう通知の内容を検討する。 

＊判定の例：Ａ 目標を達成、Ｂ 目標は達成できなかったが、目標に近い成果あり、 

Ｃ 目標は達成できなかったが、ある程度の効果あり、Ｄ 効果があるとは言えない、Ｅ 評価困難 
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事業名 生活習慣病治療中断者受診勧奨事業 

 

１．事業の概要 

背 景 

高血圧、脂質異常症、糖尿病等を放置することで、脳血管疾患や心臓病等の循環器疾患を発

症する可能性が高まる。 

深谷市は循環器系疾患の割合が国・県と比較して高い。生活習慣病を発症しながら定期的な

治療を受けず、また継続的な服薬を中断することにより生活習慣病が進行し、重篤な疾病を引

き起こしている被保険者がいることが考えられる。 

目 的 生活習慣病治療中断者の減少 

具体的内容 

【対象者】  ４０歳から７４歳までの被保険者で前年度のレセプトにおいて生活習慣病の定期受

診がある者のうち、受診を取りやめ治療を中断していると考えられる者 

【方 法】  医療機関受診勧奨通知を送付 

通知後のレセプトで医療機関への受診状況を確認 

【実施時期】 ７月から８月  

評価指標 

目標値 

指標 目標値 

アウトプット（実績） 対象者への通知率 １００％ 

アウトカム（成果） 
短期 対象者の医療機関受診率 ３０．0％ 

中長期 生活習慣病治療中断者 １０．0％減少 

プロセス（過程） 勧奨後の受診状況の把握 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

事業実施に係る予算確保 

保険年金課、委託業者 

 

２．年度ごとの経緯 

年度 取組状況（変更点など） 評 価 

平成３０年度 

事業開始 

対象者に医療機関受診勧奨通知を送付 

対象者の医療機関受診状況を確認 

適切に事業を実施することができた。 

対象者を医療機関へ適切に結びつけ、生活

習慣病治療中断者を減少させることができ

た。 

令和元年度 
対象者に医療機関受診勧奨通知を送付 

対象者の医療機関受診状況を確認 

適切に事業を実施することができた。 

対象者を医療機関へ適切に結びつけ、生活

習慣病治療中断者を減少させることができ

た。 

令和２年度 
対象者に医療機関受診勧奨通知を送付 

対象者の医療機関受診状況を確認 

適切に事業を実施することができた。 

対象者を医療機関へ適切に結びつけ、生活

習慣病治療中断者を減少させることができ

た。 

令和３年度 
対象者に医療機関受診勧奨通知を送付 

対象者の医療機関受診状況を確認 

適切に事業を実施することができた。 

対象者を医療機関へ適切に結びつけ、生活

習慣病治療中断者を減少させることができ

た。 

令和４年度 
対象者に医療機関受診勧奨通知を送付 

対象者の医療機関受診状況を確認 

適切に事業を実施することができた。 

対象者を医療機関へ適切に結びつけ、生活

習慣病治療中断者を減少させることができ

た。 

  

コメントの追加 [浅野56]: 生活習慣病中断者がありま

したら、生活習慣病治療中断者に修正してください。 
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３．評価と見直し・改善案 

 評価指標 経年変化 
指評 

判定＊ 

アウトプット 

アウトカム 

評価 

対象者への 

通知率 

年 度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

A 目標値 １００% １００% １００% １００% １００% 

実績値 １００% １００% １００% １００% １００% 

（短期） 

対象者の医

療機関受診 

率 

年 度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

A 目標値 ３０．0% ３０．0% ３０．0% ３０．0% ３０．0% 

実績値 ４３．0% ４０．７% ３９．１% ４８．５% ５０．５% 

（中長期） 

生活習慣病

治療中断者 

年 度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

Ａ 目標値 １０．0％減少 １０．0％減少 １０．0％減少 １０．0％減少 １０．0％減少 

実績値 １４２人 １２６人 １３７人 １０５人 １１６人 
（18.3％減少） 

プロセス 

（過程） 

評価 

勧奨後の受診状況の把握を適切に実施できた 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

評価 

関係機関への説明及び予算を確保したことで事業を適切に実施できた。 

事業全体の

評価 

Ａ うまくいった、Ｂ ある程度うまくいった、Ｃ あまりうまくいかなかった、 

Ｄ まったくうまくいかなかった、Ｅ わからない 

評価の 

まとめ 

前年度のレセプトから対象者を特定し、医療機関受診勧奨通知を作成し医療機関への受診を促

した。 

その結果、通知対象者のうち医療機関を受診した者の割合は目標値３０．０％に対し５０．５％（令

和４年度）で目標値を達成することができた。また、生活習慣病治療中断者数も目標値以上に減少

させることができた。 

通知内容を検討するなどして、引き続き対象者の医療機関受診率等の向上を図っていく。 

継続等に 

ついて 
このまま継続  ・  多少の見直し必要   ・ 大幅な見直し必要  ・  継続要検討 

見直し 

改善の案 
通知内容を見直すなど効果的な勧奨方法を検討していく。 

＊判定の例：Ａ 目標を達成、Ｂ 目標は達成できなかったが、目標に近い成果あり、 

Ｃ 目標は達成できなかったが、ある程度の効果あり、Ｄ 効果があるとは言えない、Ｅ 評価困難 

  

コメントの追加 [浅野57]: 数値の位置調整してくださ

い 
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事業名 糖尿病性腎症重症化予防事業 

 

１．事業の概要 

背 景 

糖尿病性腎症が重症化すると著しいＱＯＬ（生活の質）の低下や健康寿命の低下をきたす。そ

のため国及び県は、糖尿病性腎症重症化予防の標準的な手順を作成し、その推進を図っている。 

深谷市では平成２８（２０１６）年度から糖尿病性腎症重症化予防の取組を進めている。 

目 的 糖尿病性腎症患者の病気進行阻止 

具体的内容 

＜保健指導＞ 

【対象者】 レセプト及び健診データから糖尿病性腎症の病期が第２期・第３期及び第４期と思わ

れる通院患者のうち、生活指導プログラムへの参加について、本人及び市内かかりつ

け医の同意があった者 

【方   法】  参加案内を送付、参加申込の受付 

専門職による面談または電話による保健指導 

実施機関からの報告書の提出 

【実施時期】６月から翌年１月 

＜継続支援＞ 

【対象者】 保健指導を修了した者（修了後後期高齢者に移行した者も含む）のうち、本人の同意

のあった者 

【方 法】  生活指導終了から 3年間生活指導を実施する。 

＜受診勧奨＞ 

【対象者】 健診異常値放置者及び生活習慣病治療中断者受診勧奨対象者のうち通知送付後医

療機関への受診が確認できない者 

【方  法】   医療機関受診勧奨通知を送付（年１回） 

通知発送１か月後に電話にて受診の有無を本人に確認し受診を勧める 

評価指標 

目標値 

指標 目標値 

アウトプット（実績） 対象者の指導実施率 １０．0％以上 

アウトカム（成果） 
短期 

指導完了者の生活習慣改善率 ５．0％ 

指導完了者の検査値改善率 １５．0％ 

中長期 指導実施者の新規人工透析患者割合 ０％ 

プロセス（過程） 対象者への保健指導の実施 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

事業実施に係る予算確保 

保険年金課、一般社団法人深谷寄居医師会、委託業者 

２．年度ごとの経緯 

年度 取組状況（変更点など） 評 価 

平成３０年度 

対象者に予防プログラム参加案内通知を送付 

参加者への保健指導 

対象者に医療機関受診勧奨通知を送付 

対象者に電話による医療機関受診勧奨 

事業参加者 ９人。 

参加者は少数だったが事業を適切に実施することが

できた。指導完了者の生活習慣改善率は目標を達成し

た。また、新規に人工透析へ移行した者もいなかった。 

令和元年度 

対象者に予防プログラム参加案内通知を送付 

参加者への保健指導 

対象者に医療機関受診勧奨通知を送付 

対象者に電話による医療機関受診勧奨 

事業参加者 １６人。 

前年度より多い人数で途中終了者も出ることなく事

業を実施することができた。また、新規に人工透析へ移

行した者もいなかった。 

令和２年度 

対象者に予防プログラム参加案内通知を送付 

参加者への保健指導 

対象者に医療機関受診勧奨通知を送付 

対象者に電話による医療機関受診勧奨 

事業参加者 ７人。 

参加者は少数だったが事業を適切に実施することが

できた。指導完了者の生活習慣改善率は目標を達成し

た。また、新規に人工透析へ移行した者もいなかった。 

令和３年度 

対象者に予防プログラム参加案内通知を送付 

参加者への保健指導 

対象者に医療機関受診勧奨通知を送付 

対象者に電話による医療機関受診勧奨 

事業参加者 ８人。 

参加者は少数だったが事業を適切に実施することが

できた。３人が途中終了となったが指導完了者の生活

習慣改善率は目標を達成した。また、新規に人工透析へ

移行した者もいなかった。 

令和４年度 

対象者に予防プログラム参加案内通知を送付 

参加者への保健指導 

対象者に医療機関受診勧奨通知を送付 

対象者に電話による医療機関受診勧奨 

事業参加者 １６人。 

事業を適切に実施することができた。指導完了者の

生活習慣改善率は目標を達成した。また、新規に人工透

析へ移行した者もいなかった。 
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３．評価と見直し・改善案 

 評価指標 経年変化 
指評 

判定＊ 

アウトプット 

アウトカム 

評価 

対象者の指導実施

率 

年 度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

C 目標値 １０.0％以上 １０.0％以上 １０.0％以上 １０.0％以上 １０.0％以上 

実績値 ４．６% ７．８% ４．６% ２．９% ８．３% 

（短期） 

指導完了者の生活

習慣改善率 

年 度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

Ａ 目標値 ５．0% ５．0% ５．0% ５．0% ５．0% 

実績値 ５．0% -１．２% ５．0% ６．0% ８．0% 

（短期） 

指導完了者の検査

値改善率 

年 度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

Ｂ 目標値 １５．0% １５．0% １５．0% １５．0% １５．0% 

実績値 ４．８% -３．１% -１３．９% ４．７% ２．９% 

（中長期） 

指導実施者の新規

人工透析患者割合 

年 度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

A 目標値 ０% ０% ０% ０% ０% 

実績値 ０% ０% ０% ０% ０% 

事業全体の

評価 

Ａ うまくいった、Ｂ ある程度うまくいった、Ｃ あまりうまくいかなかった、 

Ｄ まったくうまくいかなかった、Ｅ わからない 

評価の 

まとめ 

特定健康診査の検査値とレセプトデータから対象者を特定し、参加希望者に対し専門職による

面談または電話による保健指導等を実施した。 

その結果、保健指導完了者の生活改善率は目標値５．0％に対し８．0％（令和４年度）で目標値を

達成することができた。検査値改善率については、目標値１５．0％に対し２．９％（令和４年度）と低

い結果となったが、計画策定時の平成３０年度から、保健指導実施者で人工透析へ移行したかたは

１人もいない状況である。 

かかりつけ医と連携し、事業が適切に実施できているものの参加者が少ないことが課題である

ため、案内や周知について検討していく必要がある。 

継続等に 

ついて 
このまま継続  ・  多少の見直し必要   ・ 大幅な見直し必要  ・  継続要検討 

見直し 

改善の案 
周知方法を見直し、医師会とも連携を図っていく。 

＊判定の例：Ａ 目標を達成、Ｂ 目標は達成できなかったが、目標に近い成果あり、 

Ｃ 目標は達成できなかったが、ある程度の効果あり、Ｄ 効果があるとは言えない、Ｅ 評価困難 
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事業名 受診行動適正化指導事業（重複・頻回受診、重複服薬） 

 

１．事業の概要 

背 景 

総医療費は減少傾向にあるが、一人当たりの医療費は増加傾向にある。そのため、適正服

薬や適正受診の促進は、医療費の適正化を図るうえで重要な取組となっている。このうち深

谷市では、令和２年度から適正服薬について事業を開始した。 

目 的 重複・頻回受診者数、重複服薬者数の減少 

具体的内容 

【対象者】 ・重複服薬者：同一月内に同一薬効を持つ医薬品が複数の医療機関から処方され

ている状態が直近の３か月のうち２回以上の者 

・多剤服薬者：医薬品の処方数が１５種類以上処方されている状態が直近３か月の

うち２回以上の者 

【方  法】    案内文書の送付（年１回） 

受診行動の改善状況を確認 

【周  知】    国保加入時に被保険者へ配布しているガイドブックに適正受診に関する情報を掲

載 

評価指標 

目標値 

指標 目標値 

アウトプット（実績） 対象者への通知率 １００％ 

アウトカム（成果） 
短期 

指導完了者の受診行動適正化 ５．0％ 

指導完了者の医療費 ２．0％減少 

中長期 重複受診者、重複服薬者 ５．0％減少 

プロセス（過程） 案内通知の送付 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

事業実施に係る予算確保 

保険年金課、一般社団法人深谷寄居医師会、深谷市薬剤師会、埼玉

県国民健康保険団体連合会 

 

２．年度ごとの経緯 

年度 取組状況（変更点など） 評 価 

平成３０年度 
 

― 

 

― 

令和元年度 
 

― 

 

― 

令和２年度 

事業開始 

対象者に案内通知を送付 

対象者の受診行動の改善状況を確認 

通知発送数 ８通。 

指導完了者について受診行動の改善が

図られ医療費削減効果が見られた。 

令和３年度 
対象者に案内通知を送付 

対象者の受診行動の改善状況を確認 

通知発送数 ７通。 

指導完了者について受診行動の改善が

図られ医療費削減効果が見られた。 

令和４年度 
対象者に案内通知を送付 

対象者の受診行動の改善状況を確認 

通知発送数 １９通。 

指導完了者について受診行動の改善が

図られ医療費削減効果が見られた。 
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３．評価と見直し・改善案 

 評価指標 経年変化 
指評 

判定＊ 

アウトプット 

アウトカム 

評価 

対象者への 

通知率 

年度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

Ａ 目標値 － － １００% １００% １００% 

実績値 － － １００% １００% １００% 

（短期） 

指導完了者 

の受診行動 

適正化 

年度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

A 目標値 ５．0% ５．0% ５．0% ５．0% ５．0% 

実績値 － － ３５．５% ５２．２% ３４．２% 

（短期） 

指導完了者 

の医療費 

年度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

A 目標値 ２．０％減少 ２．０％減少 ２．０％減少 ２．０％減少 ２．０％減少 

実績値 - - ６０．７％減少 ５１．１％減少 ５７．０％減少 

（中長期） 

重複受診者 

重複服薬者 

年度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

A 
目標値 ５．０％減少 ５．０％減少 ５．０％減少 ５．０％減少 ５．０％減少 

実績値 

（重複服薬者） 
３１人 ２７人 ２１人 ２１人 

２０人 
(３５.５％減少) 

プロセス 

（過程） 

評価 

対象者を選定し、案内通知を送付することができた。 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

評価 

関係機関との調整を行い、事業を適切に実施できた。 

事業全体の

評価 

Ａ うまくいった、Ｂ ある程度うまくいった、Ｃ あまりうまくいかなかった、 

Ｄ まったくうまくいかなかった、Ｅ わからない 

評価の 

まとめ 

令和２年度から重複服薬者、多剤服薬者（適正服薬）を対象に適正服薬について事業を開始し

た。なお、多剤服薬者は該当者がいなかった。 

令和４年度は指導完了者３４．２％に受診行動の改善（指導前後の医療機関数の改善）がみられ、

医療費は５７．0％減少した。また、重複服薬者に該当する者の数も減らすことができた。 

対象者の選定方法や実施方法等を検討しながら、関係機関と連携し、受診行動適正化指導事業

を実施していく。 

継続等に 

ついて 
このまま継続  ・  多少の見直し必要   ・ 大幅な見直し必要  ・  継続要検討 

見直し 

改善の案 
重複受診、頻回受診（適正受診）については、関係機関と連携して実施できるよう研究していく。 

＊判定の例：Ａ 目標を達成、Ｂ 目標は達成できなかったが、目標に近い成果あり、 

Ｃ 目標は達成できなかったが、ある程度の効果あり、Ｄ 効果があるとは言えない、Ｅ 評価困難 
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事業名 ジェネリック医薬品差額通知事業 

 

１．事業の概要 

背 景 

国保では高齢化が進むにつれて、一人当たりの医療費も増加している。そのため、医療費の

適正化が課題となる。薬剤費の伸びを抑制するために後発医薬品（ジェネリック医薬品）の普及

の促進が行われている。 

深谷市ではジェネリック医薬品の利用向上のためにジェネリック医薬品差額通知の発送を行

っている。 

目 的 ジェネリック医薬品の普及率向上 

具体的内容 

【対象者】  ジェネリック医薬品と代替可能な医薬品を利用している被保険者 

【方  法】    代替可能医薬品を利用している被保険者を抽出し、ジェネリック医薬品差額通知を

送付（年４回）。 

通知発送後レセプト情報でジェネリック医薬品に切り替えた者の割合を確認する。 

【周  知】    毎年の保険証発送時にジェネリック医薬品希望シールを同封 

ジェネリック医薬品希望シールを窓口や市のイベント等で配布 

評価指標 

目標値 

指標 目標値 

アウトプット（実績） 対象者への通知率 １００％ 

アウトカム（成果） 
短期 ジェネリック医薬品普及率（数量ベース） 県内市平均以上 

中長期 ジェネリック医薬品普及率（数量ベース） ８０．０％ 

プロセス（過程） 
対象者へ「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」を通知 

ジェネリック医薬品希望シールの配布 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

事業実施に係る予算の確保 

保険年金課、埼玉県国民健康保険団体連合会 

 

２．年度ごとの経緯 

年度 取組状況（変更点など） 評 価 

平成３０年度 

ジェネリック医薬品希望シールを配布 

対象者にジェネリック医薬品差額通知を送付 

ジェネリック医薬品普及率の確認 

適切に事業を実施することができた。 

ジェネリック医薬品普及率は目標値を達成

することができなかった。 

令和元年度 

ジェネリック医薬品希望シールを配布 

対象者にジェネリック医薬品差額通知を送付 

ジェネリック医薬品普及率の確認 

適切に事業を実施することができた。 

ジェネリック医薬品普及率は目標を達成する

ことができなかったが、７１．９％で前年度より

２．６ポイント上昇した。 

令和２年度 

ジェネリック医薬品希望シールを配布 

対象者にジェネリック医薬品差額通知を送付 

ジェネリック医薬品普及率の確認 

適切に事業を実施することができた。 

ジェネリック医薬品普及率は目標を達成する

ことができなかったが、７６．0％で前年度より

４．１ポイント上昇した。 

令和３年度 

ジェネリック医薬品希望シールを配布 

対象者にジェネリック医薬品差額通知を送付 

ジェネリック医薬品普及率の確認 

適切に事業を実施することができた。 

ジェネリック医薬品普及率は目標を達成する

ことができなかったが、７７．0％で前年度より

１ポイント上昇した。 

令和４年度 

ジェネリック医薬品希望シールを配布 

対象者にジェネリック医薬品差額通知を送付 

ジェネリック医薬品普及率の確認 

適切に事業を実施することができた。 

ジェネリック医薬品普及率は目標を達成する

ことができなかったが、７８．７％で前年度より

１．７ポイント上昇した。 
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３．評価と見直し・改善案 

 評価指標 経年変化 
指評 

判定＊ 

アウトプット 

アウトカム 

評価 

対象者への通

知率 

年度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

A 目標値 １００% １００% １００% １００% １００% 

実績値 １００% １００% １００% １００% １００% 

（短期） 

ジェネリック

医薬品普及率

（数量ベース） 

年度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

B 目標値 
県内市 

平均以上 

（７７．0%） 

県内市 

平均以上 

（７７．４%） 

県内市 

平均以上 

（７９．７%） 

県内市 

平均以上 

（８０．３%） 

県内市 

平均以上 

（８１．２%） 

実績値 70.0% ７4．5% ７7.2% ７6.8% 79.2％ 

（中長期） 

ジェネリック

医薬品普及率

（数量ベース） 

年度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

B 目標値 ８０．0% ８０．0% ８０．0% ８０．0% ８０．0% 

実績値 70.0% ７4．5% ７7.2% ７6.8% 79.2％ 

事業全体の

評価 

Ａ うまくいった、Ｂ ある程度うまくいった、Ｃ あまりうまくいかなかった、 

Ｄ まったくうまくいかなかった、Ｅ わからない 

評価の 

まとめ 

レセプトデータからジェネリック医薬品への切り替えによる薬剤費軽減額が一定以上の対象者

を特定し、ジェネリック医薬品差額通知を送付することで、ジェネリック医薬品への切り替えを促

した。また、このほか保険証更新時に「ジェネリック医薬品希望シール」を同封するほか、窓口や市

のイベント等で希望シールを配布するなどしてジェネリック医薬品の周知を図った。 

その結果、ジェネリック医薬品普及率は、目標値である８０．0％は達成することはできなかっ

たが、普及率は７０．０％（平成３０年度）から７９．２％（令和４年度）へと向上した。   

引き続き普及促進に向け、周知方法を検討していく。 

継続等に 

ついて 
このまま継続  ・  多少の見直し必要   ・ 大幅な見直し必要  ・  継続要検討 

見直し 

改善の案 
周知方法を再検討する。 

＊判定の例：Ａ 目標を達成、Ｂ 目標は達成できなかったが、目標に近い成果あり、 

Ｃ 目標は達成できなかったが、ある程度の効果あり、Ｄ 効果があるとは言えない、Ｅ 評価困難 
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事業名 人間ドック等助成事業 

 

１．事業の概要 

背 景 
深谷市では被保険者の健康の保持及び増進に寄与することを目的として人間ドックまたは

脳ドックを受検する場合に、その費用の一部を助成している。 

目 的 
人間ドックまたは脳ドックの費用の一部を助成することで、疾病の予防、早期発見並びに早

期治療を図り、被保険者の健康保持及び増進に寄与することを目的とする。 

具体的内容 

【対象者】    申請日当日３５歳以上（令和４年度からは３０歳以上）で国保に加入して１年以上

が経過し、国保税に滞納のにない世帯に属する者 

【方  法】      対象者からの申請を受付審査し、助成要件を確認後「人間ドック等受検承認決定

通知書」を交付 

人間ドックまたは脳ドックの検査料の一部（上限３万円）を助成 

【実施時期】  ４月から翌年２月（助成申請期間：４月から翌年１月） 

【周  知】      国保加入時に配布するガイドブック、市ホームページ及び広報ふかやに人間ドック

等の助成に関する情報を掲載 

評価指標 

目標値 

指標 目標値 

アウトプット（実績） 助成事業の周知 － 

アウトカム（成果） 
短期 受診者数 ８００人 

中長期 受診者数 ８００人 

プロセス（過程） 
広報、ホームページへの掲載 

特定健康診査対象者への受診券と健（検）診のチラシを送付 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

事業実施に係る予算の確保 

保険年金課、一般社団法人深谷寄居医師会、人間ドック等実施医療機関 

 

２．年度ごとの経緯 

年度 取組状況（変更点など） 評 価 

平成３０年度 
助成事業の周知 

人間ドック等の検査料の助成（上限１７,５００円） 

目標値８００人に対し７７５人が受検し、

ほぼ目標に近い人数となった。 

令和元年度 
助成事業の周知 

人間ドック等の検査料の助成（上限１７,５００円） 

目標値８００人に対し７３４人が受検し、

前年度より受診者数は減少した。 

令和２年度 
助成事業の周知 

人間ドック等の検査料の助成（上限１７,５００円） 

新型コロナウイルス感染症の流行による

医療機関への受診控えの影響により受検者

数は５７５人となり、大幅な減少となった。 

令和３年度 
助成事業の周知 

人間ドック等の検査料の助成（上限１７,５００円） 

コロナ禍にもかかわらず目標値８００人

に対し８２９人が受検し、目標値を達成する

ことができた。 

令和４年度 

助成内容の拡充 

助成事業の周知 

人間ドック等の検査料の助成（上限 30,000円） 

助成内容を拡充したことにより１,４０５人

が受検し、目標値を大きく上回った。 

 

  

コメントの追加 [KR58]: 1/24：【確認事項】P81の実績

値は 733人と記載がありました。どちらが正しいかご

確認ください。 
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３．評価と見直し・改善案 

 評価指標 経年変化 
指評 

判定＊ 

アウトプット 

アウトカム 

評価 

助成事業の周知 

年 度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

E 目標値 － － － － － 

実績値 － － － － － 

（短期） 

受診者数 

年 度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

A 目標値 ８００人 ８００人 ８００人 ８００人 ８００人 

実績値 ７７５人 ７３３人 ５７５人 ８２９人 １,４０５人 

（中長期） 

受診者数 

年 度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

A 目標値 ８００人 ８００人 ８００人 ８００人 ８００人 

実績値 ７７５人 ７３３人 ５７５人 ８２９人 １,４０５人 

事業全体の

評価 

Ａ うまくいった、Ｂ ある程度うまくいった、Ｃ あまりうまくいかなかった、 

Ｄ まったくうまくいかなかった、Ｅ わからない 

評価の 

まとめ 

加入時に配布するガイドブック、市ホームページ及び広報ふかやに人間ドック等の助成に関する

情報を掲載し周知を図ることができた。 

令和４年度から助成内容を拡充したため、受検者数は目標値８００人に対し、１,４０５人と大きく

上回った。 

周知方法を工夫しながら今後も事業を継続していく。 

継続等につ

いて 
このまま継続  ・  多少の見直し必要   ・ 大幅な見直し必要  ・  継続要検討 

見直し 

改善の案 
周知方法を工夫する。 

＊判定の例：Ａ 目標を達成、Ｂ 目標は達成できなかったが、目標に近い成果あり、 

Ｃ 目標は達成できなかったが、ある程度の効果あり、Ｄ 効果があるとは言えない、Ｅ 評価困難 
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事業名 各種がん検診 

 

１．事業の概要 

背 景 

がん（悪性新生物）は、国の死因の第１位である。また、医療費の点においても大きな割合を

占めており、国や県では、がん対策推進基本計画等によって、がん検診が推進されている。 

また、深谷市においてもがんは死因の第１位で、医療費においても疾病別で最も高い。 

目 的 検診機会のない方を対象に検診を実施し、早期発見、早期治療に繋げる 

具体的内容 

 

【実施時期】6月から翌年 2月 

評価指標 

目標値 

指標 目標値 

アウトプット（実績） がん検診受診勧奨頻度の増加 － 

アウトカム（成果） がん検診受診率の向上 － 

プロセス（過程） 

広報、折込みチラシ、ホームページによる周知 

クーポン券の送付（子宮頸がん２０歳・乳がん４０歳） 

検診対象者、未受診者へ勧奨はがき等の送付 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

事業実施に係る予算の確保 

保健センター、一般社団法人深谷寄居医師会 

２．年度ごとの経緯 

年度 取組状況（変更点など） 評 価 

平成 30年度 

・胃がん検診に内視鏡検診（個別検診）を導入 

・協会けんぽ被扶養者の特定健康診査とがん検診（胃エックス

線・肺・大腸・前立腺がん）の合同実施開始 

・広報等によるがん検診の周知 

・歯周病検診対象者、生活保護受給者、小学 6年生，中学生、

就学児健診保護者等にがん検診のチラシを配布 

・対象者に受診勧奨はがきを送付 

・胃がん検診については、１５か所の医療機関で内

視鏡検診（個別検診）を実施し、９４０人が受診す

ることができた。 

・協会けんぽ被扶養者の特定健康診査とがん検診

を合同実施することにより受診者の増加につな

がった。 

令和元年度 

・広報等によるがん検診の周知 

・歯周病検診対象者、生活保護受給者、小学 6年生，中学生、

就学児健診保護者等にがん検診のチラシを配布 

・対象者に受診勧奨はがきを送付 

・前年度と同様の受診勧奨を行い、新たに追加し

た受診勧奨はなかったが、胃がん検診以外のがん

検診において受診率が向上した。 

令和２年度 

・がん検診精検未受診者への電話勧奨を実施 

・広報等によるがん検診の周知 

・歯周病検診対象者、生活保護受給者、小学 6年生，中学生、

就学児健診保護者等にがん検診のチラシを配布 

・対象者に受診勧奨はがきを送付 

・コロナ禍ではあったが、中止することなくがん検

診を実施した。しかし、受診率については、すべて

のがん検診において前年度の受診率を下回って

いる。 

令和３年度 

・広報等によるがん検診の周知 

・歯周病検診対象者、生活保護受給者、小学 6年生，中学生、

就学児健診保護者等にがん検診のチラシを配布 

・対象者に受診勧奨はがきを送付 

・感染症予防に留意し、がん検診を実施、受診勧

奨を行ったが、子宮頸がん、乳がん検診を除きコ

ロナ感染症流行前まで受診率は回復しなかった。 

令和４年度 

・広報等によるがん検診の周知 

・歯周病検診対象者、生活保護受給者、小学 6年生，中学生、

就学児健診保護者等にがん検診のチラシを配布 

・対象者に受診勧奨はがきを送付 

・感染症予防に留意しがん検診を実施、受診勧奨

を行ったが、コロナ感染症流行以前まで受診者数

は回復しなかった。 

 

対象者 受診方法

胃内視鏡検査 個別

胃部エックス線検査 集団

胸部エックス線検査 ４０歳以上 集団

喀痰検査 ４０歳以上（指示者のみ） 集団

大腸がん 40歳以上 集団

前立腺がん ５０歳以上の男性 集団

子宮頸がん 20歳以上の女性 集団・個別

マンモグラフィ検査 集団

マンモグラフィ検査・視触診 個別

視触診検査 偶数年齢になる３０～３８歳女性 個別

偶数年齢になる50歳以上

偶数年齢になる４0歳以上の女性
乳がん

肺がん

胃がん

種別
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３．評価と見直し・改善案 

 評価指標 経年変化 
指評 

判定＊ 

アウトプット 

アウトカム 

評価 

がん検診

受診勧奨

頻度の増

加 

年度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

Ｅ 目標値 設定不可 

実績値 － － － － － 

がん検診

受診率の

向上 

年度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

E 

 

目標値 設定なし 

実績値 

胃がん 

１８．２％ 

肺がん 

２３．２％ 

大腸がん 

２２．８％ 

前立腺がん 

２２．９％ 

子宮頸がん 

１５．0％ 

乳がん 

１７．９％ 

 

平均受診率
※（１９．４％） 

胃がん 

１７．２％ 

肺がん 

２３．３％ 

大腸がん 

２３．３％ 

前立腺がん 

２３．４％ 

子宮頸がん 

１５．５％ 

乳がん 

１８．８％ 

 
平均受診率
※（１９．６％） 

胃がん 

１４．９％ 

肺がん 

１７．０％ 

大腸がん 

１６．７％ 

前立腺がん 

１７．３％ 

子宮頸がん 

１４．８％ 

乳がん 

１８．３％ 

 

平均受診率
※（１６．３％） 

胃がん  

１４．５％ 

肺がん 

２１．７％ 

大腸がん 

２１．５％ 

前立腺がん 

２２％ 

子宮頸がん 

１６．５％ 

乳がん 

２０．４％ 

 

平均受診率
※（１８．９％） 

胃がん  

8．6％ 

肺がん 

10．4％ 

大腸がん 

10．4％ 

前立腺がん 

１０．３％ 

子宮頸がん 

９．0％ 

乳がん 

11．7％ 

 

平均受診率
※（10.0％） 

プロセス 

（過程） 

評価 

広報、折込みチラシ、ホームページ、メール配信、ポスターによるがん検診について周知し、歯

周病検診対象者、生活保護受給者、小６、中学生、就学児健診保護者等に個別にチラシを配布、

はがき送付による受診勧奨を行い受診率の向上を図った。 

精検未受診者に対しては、受診勧奨するほか、受診結果については全数を把握している。 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

評価 

地区医師会等との連携により、がん検診周知から各種がん検診の実施、受診結果の把握まで

行うことができた。 

事業全体の

評価 

Ａ うまくいった、Ｂ ある程度うまくいった、Ｃ あまりうまくいかなかった、 

Ｄ まったくうまくいかなかった、Ｅ わからない 

評価の 

まとめ 

国が目標としているがん検診受診率（50．0％）は、アンケート調査により把握している数字を

もとに設定している数字であり、他に比較する（目標とする）受診率がないため目標値は設定し

なかった。 

新型コロナウイルス感染症禍においても、地区医師会等の協力により中止することなく各が

ん検診を予定どおり実施できた。がん検診について受診方法を周知はしているが、コール（受診

券の送付）を行っていないことが、受診率の向上に繋がらない要因の１つと考えられる。なお、

令和４年度の受診率については、次期計画との整合性を図るため、「地域保健・地域増進事業報

告」で報告した数値としたため、受診率が大幅に変わっている。 

今後も引き続き受診率の向上を図る必要がある。 

継続等につ

いて 
このまま継続  ・  多少の見直し必要   ・ 大幅な見直し必要  ・  継続要検討 

見直し 

改善の案 

・受診率の向上を図るため、がん検診の中で受診率の低い、子宮頸がん、乳がん検診について

コール（受診券の送付）を行い、受診率の向上につながるか検証していく。 

※胃がん、肺がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がんの平均受診率 

＊判定の例：Ａ 目標を達成、Ｂ 目標は達成できなかったが、目標に近い成果あり、 

Ｃ 目標は達成できなかったが、ある程度の効果あり、Ｄ 効果があるとは言えない、Ｅ 評価困難 
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事業名 ふかや毎日プラス１０００歩運動【健康長寿埼玉モデル事業】 

 

１．事業の概要 

背 景 

運動習慣のある市民を増やすことは市の健康課題であり、普段より少し多く歩くことを意識

し、健康リスクのある人も個人の状況に応じた歩くことを通した健康づくりの実践を推進するこ

とが重要である。 

目 的 歩くことを通した生活習慣病の改善の促進 

具体的内容 

【対象者】    ２０歳以上の市内在住・在勤の者 

【方  法】      データ転送機能付歩数計またはスマートフォンアプリまたは通信機能付き歩数計を

無償配付し、自由にウォーキングを行ってもらう。また歩数データを専用端末で転送

してもらうことにより歩数をデータ化し、歩数に応じたランキングやインセンティブ

の提供を行う。 

併せて、体組成測定や健康講座を開催し健康づくりを支援する。 

【実施時期】  通年 

【周  知】      申込書兼用チラシ（県内共通）を配布、広報ふかやに事業に関する情報を掲載、ポス

ターを市内公共施設等に掲示 

評価指標 

目標値 

指標 目標値 

アウトプット（実績） 参加者数の増加 参加者数の増加 

アウトカム（成果） 参加者の医療費増加の抑制 医療費増加の抑制 

プロセス（過程） 広報、ホームページへの掲載、県内共通の啓発及び申込みチラシを配付 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

事業実施に係る予算の確保 

保健センター、埼玉県、事業協賛企業 

 

２．年度ごとの経緯 

年度 取組状況（変更点など） 評 価 

平成３０年度 
事業の周知 

体組成測定、体力測定、運動・栄養教室 

歩数計参加者総計１,４３０人 

（新規５００人）参加者数は増加した。 

医療費抑制検証：歩数データが８,０００歩以上

と８,０００歩以下のかたで評価を行ったが、明

確な医療費抑制の結果はみられなかった。 

令和元年度 
事業の周知 

体組成測定、体力測定、運動・栄養教室 

歩数計参加者総計１,９３２人 

（新規５０２人）参加者数は増加した。 

医療費抑制検証：県と共催事業のため、今後、

県全体で評価を実施予定のため、市単独では

実施せず。 

令和２年度 
事業の周知 

体組成測定、体力測定、運動・栄養教室 

歩数計参加者総計２,４２９人 

（新規４９７人）参加者数は増加した。 

医療費抑制検証は県が実施し、医療費の増加

が抑制できていたのは、６０代男女、７０代女

性であった。 

令和３年度 
事業の周知 

体組成測定、体力測定、運動・栄養教室 

歩数計参加者総計２,７５７人 

（新規３２８人）参加者数は増加した。 

医療費抑制検証は 2年に 1回県が実施する

ため、検証結果はなし。 

令和４年度に県全体で実施予定。 

令和４年度 

事業の周知 

ウォーキング教室、健康づくり支援アプリ事業

との連携、体組成測定。 

歩数計参加者総計３,３０３人 

（新規５４６人） 

医療費抑制検証によると、平均歩数４,０００歩

以上では４,０００歩未満と比較すると医療費

の伸びが低めであった。効果的な推進のため

には食習慣改善の取組との連動が必要である。 
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３．評価と見直し・改善案 

 評価指標 経年変化 
指評 

判定＊ 

アウトプット 

アウトカム 

評価 

参加者数

の増加 

年度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

E 目標値 設定なし 

実績値 １,４３０人 １,９３２人 ２,４２９人 ２,７５７人 ３,３０３人 

参加者の

医療費増

加の抑制 

年度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

Ｅ 目標値 設定なし 

実績値 － － － － － 

プロセス 

（過程） 

評価 

広報、ホームページ等への掲載、県内共通の啓発及び申込みチラシの配付、働き盛り世代へ

の周知強化を実施した。新型コロナウイルス感染症の感染拡大のなかであり、事業周知が縮小

した傾向にあったが、様々な手段で周知に努めた。 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

評価 

市単独での体組成測定や運動・栄養教室等の開催を行うとともに、埼玉県と共催し、歩数デ

ータ専用端末の設置、協賛企業とインセンティブの設定、事業評価を行うなど、円滑に事業を行

うことができた。 

事業全体の

評価 

Ａ うまくいった、Ｂ ある程度うまくいった、Ｃ あまりうまくいかなかった、 

Ｄ まったくうまくいかなかった、Ｅ わからない 

評価の 

まとめ 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大は事業の内容等に大きな影響を及ぼし、集団での講座

等は中止や延期となった。しかし、歩数計や歩数アプリを持って、自分のライフスタイルに応じて

自由に歩くという非接触型の事業であることから、参加者数は経年で増加した。本事業を通し

て参加者の健康づくりへの行動や意識変容がみられているが、医療費抑制効果については長期

的な評価が必要である。 

継続等に 

ついて 
このまま継続 ・ 多少の見直し必要 ・ 大幅な見直し必要 ・ 継続要検討 ・ 他事業に統合 

見直し 

改善の案 

令和６年度に県コバトン健康マイレージ事業終了により、健康長寿埼玉モデル事業としての本

事業を終了とする。今後は、歩くことを通した健康づくり支援としてウォーキング講座や運動実

践講座などの各種健康教育事業と統合して実施する。 

＊判定の例：Ａ 目標を達成、Ｂ 目標は達成できなかったが、目標に近い成果あり、 

Ｃ 目標は達成できなかったが、ある程度の効果あり、Ｄ 効果があるとは言えない、Ｅ 評価困難 

 

 

 

  



資料集 

86 
 

 

事業名 減塩健康教育 

 

１．事業の概要 

背 景 
適正な塩分の摂取は市の健康課題であり、生活習慣病予防を推進するために、減塩につい

ての正しい知識の普及・啓発・実践は不可欠である。 

目 的 生活習慣病の予防 

具体的内容 

【対象者】 市民等 

【方  法】 健康づくりイベント、まごころ出張講座、ふれあい・いきいきサロン応援隊等において       

体験型減塩教育を実施し、受講者に「深谷市塩マスター認定証」を交付する。 

       健康づくり応援店との協働で減塩教育等を実施する。 

【周 知】 市内公立幼稚園・小学校・中学校に向けて減塩健康教育についての説明を実施（年１

回）。 

       地域の各団体へ事業の説明を実施。 

評価指標 

目標値 

指標 目標値 

アウトプット（実績） 参加者数の増加 － 

アウトカム（成果） 減塩について正しい知識をもつ市民の増加 － 

プロセス（過程） 
公立幼稚園・小・中学校への周知、まごころ出張講座の登録、社会福祉

協議会への講座登録、各団体への講座周知 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 
事業実施に係る予算の確保 

 

２．年度ごとの経緯 

年度 取組状況（変更点など） 評 価 

平成３０年度 
事業の周知 

減塩体験型講座の開催 

開催回数：１１回 

参加者総数：３１８人 

塩マスター認定証交付者：３１８人 

令和元年度 
事業の周知 

減塩体験型講座の開催 

開催回数：８回 

参加者総数：１９９人 

塩マスター認定証交付者：１９９人 

令和２年度 
事業の周知 

減塩体験型講座の開催 

開催回数：５回 

参加者総数：４９人 

塩マスター認定証交付者：４９人 

令和３年度 
事業の周知 

減塩体験型講座の開催 

開催回数：２回 

参加者総数：４５人 

塩マスター認定証交付者：４５人 

令和４年度 
事業の周知 

減塩体験型講座の開催 

開催回数：６回 

参加者総数：１０８人 

塩マスター認定証交付者：１０８人 
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３．評価と見直し・改善案 

 評価指標 経年変化 
指評 

判定＊ 

アウトプット 

アウトカム 

評価 

参加者数の増加 

年度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

E 目標値 設定なし 

実績値 ３１８人 １９９人 ４９人 ４５人 １０８人 

減塩について正し

い知識をもつ市

民の増加 

年度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

E 目標値 設定なし 

実績値 - - - - - 

プロセス 

（過程） 

評価 

地域への出張講座であり、機会を捉えて各団体等に周知を図った。 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

評価 

市職員（保健師・管理栄養士）が講師として実施。主な事業経費は消耗品費であり、費用対効

果の高い事業であると考える。 

事業全体の評

価 

Ａ うまくいった、Ｂ ある程度うまくいった、Ｃ あまりうまくいかなかった、 

Ｄ まったくうまくいかなかった、Ｅ わからない 

評価の 

まとめ 

受講しやすいように各種団体等が活動する場への出張講座であり、体験型の内容は減塩に

ついて参加者の関心を高め、塩マスター認定証の交付は受講の証明となり好評であった。目標

値は年度により講座数や参加者数の設定を検討し事業を実施しているため設定しなかった

が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響がありながらも、講座参加者数や参加者の感

想等からも本事業は評価できると考える。今後は再び周知を強化し、他の健康づくり事業と連

携させながら、参加者を拡大し減塩を普及していく。 

継続等に 

ついて 
このまま継続  ・  多少の見直し必要   ・ 大幅な見直し必要  ・  継続要検討 

見直し 

改善の案 

周知を強化し、他の健康づくり事業と連携させながら、参加者を拡大し減塩を普及してい

く。 

＊判定の例：Ａ 目標を達成、Ｂ 目標は達成できなかったが、目標に近い成果あり、 

Ｃ 目標は達成できなかったが、ある程度の効果あり、Ｄ 効果があるとは言えない、Ｅ 評価困難 
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事業名 健康教育事業【ハイリスク者】 

 

１．事業の概要 

背 景 ライフスタイルが多様化するなか、個人のもつ健康課題も様々であり、個人に沿った健康づくり支援を行う必要がある。  

目 的 生活習慣病の予防 

具体的内容 

【対象者】  

令和元年度まで 

前年度の３０歳代健診・健康増進法に基づく健康診査及び特定健康診査の結果「保健指導」と判定さ

れた以下に該当する者 

① 腹囲男性８５ｃｍ未満・女性９０ｃｍ未満かつ HbA１c５．６以上６．４以下のかた（非肥満高血糖

者） 

② 腹囲男性８５ｃｍ未満・女性９０ｃｍ以上かつ HbA１c５．６以上６．４以下のかた（肥満高血糖者） 

③ ＢＭＩ２５以上のかた（肥満者） 等 

令和２年度よりハイリスクとポピュレーション健康教育を統合。 

２０歳以上の市民（健康にリスクをもつかた、健康づくりに関心があるかた） 

令和元年度～ 

３０歳代健診受診者 

【方 法】 

令和元年度まで 

個別相談（平成３０年度は血液検査） 

令和２年度よりハイリスクとポピュレーション健康教育を統合して実施。 

健康づくり支援アプリを自身のスマートフォンで３か月間利用。 

健康づくり支援アプリ事業 

民間事業者と協働。スマートフォンを活用。AIを利用した個別の健康づくり支援。 

【実施時期】   市が指定する３か月間 

【周 知】       市ホームページ及び広報ふかやに事業内容を掲載、ポスター掲示、チラシの配布 

評価指標 

目標値 

指標 目標値 

アウトプット（実績） 事業の周知 − 

アウトカム（成果） 参加者数の増加 − 

プロセス（過程） 個別通知 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

事業実施に係る予算の確保 

保健センター、生活福祉課、一般社団法人深谷寄居医師会 

２．年度ごとの経緯 

年度 取組状況（変更点など） 評 価 

平成３０年度 
事業の周知、対象者へ個別通知 

ふかや毎日プラス１０００保運動事業と合同実施。 

個別相談３回、血液検査１回 

対象者２１３人 

申込者５人（申込率２．３％） 

血液データ（HbA１c）改善者４人 

令和元年度 
事業の周知、対象者へ個別通知 

個別相談２回 

※令和元年度でハイリスク健康教育終了 

対象者１５３人 

申込者２人（申込率１．３％） 

血液データ（HbA１c）改善者１人 

令和２年度 

事業の周知 

健康づくり支援アプリ事業 

民間事業者と協働。スマートフォンを活用。AIを利用し

た個別の健康づくり支援 

※今年度より、ポピュレーションとハイリスク健康

教育を一括で実施。 

対象者３２８人 

申込者７人 

（健康づくり支援アプリ事業参加者総数１８２人） 

評価：食事を客観的に評価されることにより、野菜

摂取量の増加、体重減少、食の質や睡眠の改善あ

り。 

令和３年度 

事業の周知 

健康づくり支援アプリ事業 

民間事業者と協働。スマートフォンを活用。AIを

利用した個別の健康づくり支援 

対象者２４３人 

申込者３人 

（健康づくり支援アプリ事業参加者総数１１１人） 

評価：食事を客観的に評価されることにより、野菜

摂取量の増加、体重減少等の改善あり。 

令和４年度 

事業の周知 

健康づくり支援アプリ事業 

民間事業者と協働。スマートフォンを活用。AIを

利用した個別の健康づくり支援 

※今年度よりポピュレーション健康教育として実施。 

健康づくり支援アプリ事業参加者総数１０２人 

評価：食事を客観的に評価されることにより、体

重・BMIの減少、摂取カロリーの減少や鉄分の増

加など栄養素の摂取状況に変化あり。 
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３．評価と見直し・改善案 

 評価指標 経年変化 

指評 

判定
＊ 

アウトプット 

アウトカム 

評価 

参加者数

の増加 

年 度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

E 目標値 ー ー ー ー ー 

実績値 ５人 ２人 182人 111人 102人 

血液デー

タ等の改

善 

年 度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

E 目標値 ー ー ー ー ー 

実績値 ０．３％減少 ０％減少 ー ー  

プロセス 

（過程） 

評価 

広報、ホームページ等への掲載、ポスター・チラシの配布、地域の団体・イベント等での周知を実

施した。新型コロナウイルス感染症の感染拡大のなかであり、事業周知が縮小した傾向にあった

が、様々な手段で周知に努めた。 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

評価 

３０歳代という働き盛り世代への個別指導について、来所型から、個人のライフスタイルに沿っ

て日時を限定せずいつでも気軽に取り組めるものとした。 

事業全体の 

評価 

Ａ うまくいった、Ｂ ある程度うまくいった、Ｃ あまりうまくいかなかった、 

Ｄ まったくうまくいかなかった、Ｅ わからない 

評価の 

まとめ 

健診結果を理解して、自らの生活習慣を振り返り、自分の健康に関する自己管理ができる市民

を増やすことは重要であり、方法や内容を見直しながら事業を実施してきた。令和 2 年度から健

康づくり支援アプリの導入により、個々の食習慣に即した指導を実施できるようになることから、

ポピュレーション健康教育と一体化した事業とした。事業周知を強化し参加者数を増やすことは今

後も課題である。 

継続等に 

ついて 
このまま継続 ・ 多少の見直し必要 ・ 大幅な見直し必要 ・ 継続要検討 ・ 他事業に統合 

見直し 

改善の案 
働き盛り世代の拡充を図るため、健康保険の被保険者や地域の団体への周知を行う。 

＊判定の例：Ａ 目標を達成、Ｂ 目標は達成できなかったが、目標に近い成果あり、 

Ｃ 目標は達成できなかったが、ある程度の効果あり、Ｄ 効果があるとは言えない、Ｅ 評価困難 

 

  

コメントの追加 [KT59]: 有効桁数２桁ですが OKです

か？ 
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事業名 健康教育事業【ポピュレーション】 

 

１．事業の概要 

背 景 
ライフスタイルが多様化するなか、個人のもつ健康課題も様々であり、個人に沿った健康づく

り支援を行う必要がある。 

目 的 健康づくりに関する知識の普及・啓発 

具体的内容 

【対象者】    市民等 

【方 法】    各種健康教育の実施 

【実施時期】  通年 

【周 知】      市ホームページ及び広報ふかやに事業内容を掲載、ポスター掲示、チラシの配布 

評価指標 

目標値 

指標 目標値 

アウトプット（実績） 参加者数の増加 － 

アウトカム（成果） 健康づくりに取り組む市民の増加 － 

プロセス（過程） 広報、ホームページ等への掲載、ポスター・チラシの配付等 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

事業実施に係る予算の確保 

一般社団法人深谷寄居医師会、アクアパラダイスパティオ、深谷ビッグ

タートル、市内商店・事業所、各関係機関 

 

２．年度ごとの経緯 

年度 取組状況（変更点など） 評 価 

平成３０年度 
事業の周知 

各種健康教育・食育推進事業の開催 

開催回数：１４１回 

参加者総計：６,８３１人 

健康づくりに取組む市民の割合 ５９．６％ 

令和元年度 
事業の周知 

各種健康教育・食育推進事業の開催 

開催回数：１４７回 

参加者総計：４,４１０人 

健康づくりに取組む市民の割合  ６２．６％ 

令和２年度 
事業の周知 

各種健康教育・食育推進事業の開催 

開催回数：１４５回 

参加者総計：３,３０７人 

健康づくりに取組む市民の割合  ６４．１％ 

令和３年度 
事業の周知 

各種健康教育・食育推進事業の開催 

開催回数：１４４回 

参加者総計：７,１７６人 

健康づくりに取組む市民の割合  ６０．６％ 

令和４年度 
事業の周知 

各種健康教育・食育推進事業の開催 

開催回数：１７４回 

参加者総計：５,８７２人 

健康づくりに取組む市民の割合  ５９．４％ 

  

コメントの追加 [KR60]: 1/24：P91の参加者数実績値

と一致しておりません。どちらが正しいかご確認くだ

さい。 
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３．評価と見直し・改善案 

 評価指標 経年変化 
指評 

判定＊ 

アウトプット 

アウトカム 

評価 

参加者数

の増加 

年度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

E 目標値 － － － － － 

実績値 ７,０１４人 ５,８６５人 １９,６８８人 ６,６９６人 ５,８７２人 

健康づくり

に取組む

市民の増

加 

年度 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

E 目標値 － － － － － 

実績値 ５９．６% ６２．６% ６４．１% ６０．６% ５９．４% 

プロセス 

（過程） 

評価 

広報、ホームページ等への掲載、ポスター・チラシの配布、地域の団体・イベント等での周知を

実施した。新型コロナウイルス感染症の感染拡大のなかであり、事業周知が縮小した傾向にあっ

たが、様々な手段で周知に努めた。 

ストラクチャー 

（仕組み・体制） 

評価 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大のなか中止・延期とした事業もあったが、感染拡大

防止に努めながら、健康や運動実践講座の開催、健康づくり支援アプリ等の非接触型の事

業、また官民協働の健康づくり事業を実施することができた。 

事業全体の

評価 

Ａ うまくいった、Ｂ ある程度うまくいった、Ｃ あまりうまくいかなかった、 

Ｄ まったくうまくいかなかった、Ｅ わからない 

評価の 

まとめ 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大は事業の内容等に多大な影響を及ぼし、中止・延期と

した事業もあった。しかし、官民協働のもと健康づくり事業を進めることができたことや、各種

事業で行動や意識が変容した市民が 59.4％いたことから評価はうまくいったと考える。 

継続等に 

ついて 
このまま継続  ・  多少の見直し必要   ・ 大幅な見直し必要  ・  継続要検討 

見直し 

改善の案 
事業内容・実施方法を見直しながら進めていくが、評価指標は継続。 

＊判定の例：Ａ 目標を達成、Ｂ 目標は達成できなかったが、目標に近い成果あり、 

Ｃ 目標は達成できなかったが、ある程度の効果あり、Ｄ 効果があるとは言えない、Ｅ 評価困難 
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用語集 
用語 説明 

アウトカム 事業を実施したことによる成果を目標の達成度で評価すること。 

アウトプット 実施量を立案した計画の実施率や開催回数で評価すること。 

１件あたり医療費 
レセプトの総点数に１０を乗じたものをレセプトの総件数で割ったものであり、１か月

の医療費の平均を比較するために用いる。 

KDB（国保データベ

ースシステム） 

国民健康保険中央会が開発したデータ分析システムのこと｡国保連合会が保険者の

委託を受けて行う各種業務を通じて管理する「特定健診・特定保健指導」「医療（後期

高齢者医療含む）」「介護保険」等の情報を活用し、統計情報や「個人の健康に関する

情報」を提供し、保険者の効率的かつ効果的な保健事業の実施をサポートすることを

目的として構築されたシステム。※国保データベースによる統計データは集計方法

の違いにより法定報告値等、他の公表データとは異なる場合がある。 

健康寿命 

健康上の問題がない状態で日常生活を送れる期間のこと。※通常、平均寿命とセッ

トで表されることが多く、この差が少ないほど健康な人生を送れることを示してい

る。 

健康状態不明者 健診未受診かつ生活習慣病治療なしの者。 

後発医薬品（ジェネリ

ック医薬品） 

先発医薬品の特許が切れた後に、先発医薬品と治療学的に同等であるものとして製

造販売が承認された薬品のこと。一般的に研究開発に要する費用が低く抑えられる

ことから、先発医薬品に比べて薬価が安く、医療費を抑える効果があることから、使

用が促進されている。 

生活習慣病 高血圧症、脂質異常症、糖尿病などによる、食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒など

の生活習慣が、発症・進行に関与する疾患。また KDB システムにおいては、生活習

慣病について以下の１３疾患と定義づけている。 

①糖尿病②高血圧症③脂質異常症④高尿酸血症⑤脂肪肝⑥動脈硬化症⑦脳出血⑧

脳梗塞⑨狭心症⑩心筋梗塞⑪がん⑫筋・骨格⑬精神 

BMI 
Body Mass Index の略称。体重と身長の関係から算出される、肥満度を表す体

格指数のこと ※BMI指数＝体重（kg）÷（身長（m）×身長（m）） 

PDCAサイクル 
Pｌａｎ（計画）⇒Ｄｏ（実施）⇒Ｃｈｅｃｋ（評価）⇒Ａｃｔｉｏｎ（改善）を繰り返し、効率的に事

業を改善するサイクルのこと。 

１人当たり医療費 医療費総額を加入者数で割ったものであり、医療費の集団比較や異なる時点での比

較等において用いる。 

非肥満高血糖該当者 腹囲が正常値かつ、空腹時血糖が１１０mg/dLまたは HbA１cが６．０%以上のもの 

標準化死亡比 基準死亡率（人口１０万対の死亡数）より求められる死亡数と実際に観察された死亡

数とを比較したもの。 

平均自立期間 日常生活が要介護ではなく、自立して暮らせる生存期間の平均を指す。この場合、要

介護とは「要介護２～５」と規定されることが多い。 

平均余命 ある年齢の者が、あと平均して何年生きられるかを示した数。 

HbA１c 糖化ヘモグロビンの割合をあらわし、過去１～２ヶ月の血糖値を反映します。 

法定報告値 特定健康診査、特定保健指導の実績値において、加入者のうち健診実施年度に４０

～７４歳となる者で、かつ当該実施年度の１年間を通じて加入している者（年度途中

での加入・脱退等異動のない者）を対象としたもの。 

ポピュレーション 保健事業の対象者を一部に限定せず集団全体へ働きかけることにより、集団全体の

健康障害リスクを少しずつ軽減させ、良い方向にシフトさせること。 

メタボリックシンドロ

ーム 

腹囲男性８５㎝以上・女性９０㎝以上で、かつ高血圧・高血糖・脂質異常のうちいずれ

か２つ以上をあわせもった状態 

メタボリックシンドロ

ーム予備群 

腹囲男性８５㎝以上・女性９０㎝以上で、かつ高血圧・高血糖・脂質異常のうちいずれ

か１つ以上をあわせもった状態 

有所見 健診結果の数値が基準値より外れている状態のこと。 

レセプト 診療報酬明細書のこと。 ※医療機関が医療費の保険負担分の支払いを保険者に請

求するために発行するもの。 
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